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 由布市告示第76号 

  平成18年第１回由布市議会定例会を次のとおり招集する 

     平成18年２月23日 

                                由布市長 首藤 奉文 

 １ 期 日  平成18年３月２日 

 ２ 場 所  由布市挾間町はさま未来館大研修室 

────────────────────────────── 

 ○開会日に応招した議員 

小林華弥子君         髙橋 義孝君 

立川 剛志君         新井 一徳君 

佐藤 郁夫君         佐藤 友信君 

溝口 泰章君         西郡  均君 

渕野けさ子君         太田 正美君 

二宮 英俊君         藤柴 厚才君 

佐藤  正君         江藤 明彦君 

佐藤 人巳君         田中真理子君 

利光 直人君         小野二三人君 

吉村 幸治君         工藤 安雄君 

丹生 文雄君         三重野精二君 

生野 征平君         山村 博司君 

久保 博義君         後藤 憲次君 

────────────────────────────── 

 ○３月７日に応招した議員 

                    同上 

────────────────────────────── 

 ○３月８日に応招した議員 

                    同上 

────────────────────────────── 

 ○３月14日に応招した議員 

                    同上 

────────────────────────────── 

 ○３月15日に応招した議員 
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                    同上 

────────────────────────────── 

 ○３月16日に応招した議員 

                    同上 

────────────────────────────── 

 ○３月24日に応招した議員 

                    同上 

────────────────────────────── 

 ○応招しなかった議員 

                    なし 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

平成18年 第１回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成18年３月２日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                        平成18年３月２日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸報告   議長報告 市長報告 一部事務組合議会報告 例月出納検査報告 

 日程第４ 市長の施政方針 

 日程第５ 請願・陳情について 

 日程第６ 報告第１号 平成１８年度財団法人陣屋の村の事業計画を説明する書類の提出につ

いて 

 日程第７ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて「大分県交通災害共済組合規約

の一部改正」 

 日程第８ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて「平成１７年度由布市一般会計

補正予算（第１号）について」 

 日程第９ 議案第１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画について 

 日程第10 議案第２号 挾間町敬老年金条例の廃止について 

 日程第11 議案第３号 庄内町長寿敬老年金条例の廃止について 

 日程第12 議案第４号 庄内町長寿祝金給付条例の廃止について 

 日程第13 議案第５号 湯布院町敬老年金及び誕生祝金条例の廃止について 

 日程第14 議案第６号 挾間町身体障害者福祉年金条例の廃止について 

 日程第15 議案第７号 庄内町身体障害者年金条例の廃止について 

 日程第16 議案第８号 湯布院町障害福祉年金手当条例の廃止について 

 日程第18 議案第10号 由布市ふるさと水と土保全基金条例の廃止について 

 日程第19 議案第11号 由布市長等の給与の特例に関する条例の制定について 

 日程第20 議案第12号 由布市国民保護協議会条例の制定について 

 日程第21 議案第13号 由布市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定につい

て 

 日程第22 議案第14号 由布市下湯平共同温泉条例の制定について 

 日程第23 議案第15号 由布市乙丸温泉館条例の制定について 
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 日程第24 議案第16号 由布市湯平温泉事務所条例の制定について 

 日程第25 議案第17号 由布市乙丸地区公民館条例の制定について 

 日程第26 議案第18号 由布市湯平ふれあいホール条例の制定について 

 日程第27 議案第19号 由布市庄内口ノ原ふれあい広場条例の制定について 

 日程第28 議案第20号 由布市挾間ふれあいプラザ条例の制定について 

 日程第29 議案第21号 由布市みことピア条例の制定について 

 日程第30 議案第22号 由布市老人福祉施設条例の制定について 

 日程第31 議案第23号 由布市湯布院福祉センター条例の制定について 

 日程第32 議案第24号 由布市老人福祉センター条例の制定について 

 日程第33 議案第25号 由布市湯布院町域における集会所及び自治公民館施設等条例の制定に

ついて 

 日程第34 議案第26号 由布市陣屋の村自然活用施設条例の制定について 

 日程第35 議案第27号 由布市長期滞在施設条例の制定について 

 日程第36 議案第28号 由布市庄内構造改善センター条例の制定について 

 日程第37 議案第29号 由布市庄内農産加工センター条例の制定について 

 日程第38 議案第30号 由布市庄内特産品販売所「かぐらちゃや」条例の制定について 

 日程第39 議案第31号 由布市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の制定について 

 日程第40 議案第32号 由布市奨学資金に関する条例の制定について 

 日程第41 議案第33号 由布市教育奨学資金基金に関する条例の制定について 

 日程第42 議案第34号 由布市優良基礎牛貸付基金条例の制定について 

 日程第43 議案第35号 由布市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第44 議案第36号 由布市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 日程第45 議案第37号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について 

 日程第46 議案第38号 由布市国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第47 議案第39号 由布市介護保険条例の一部改正について 

 日程第48 議案第40号 由布市母子家庭医療費助成に関する条例の一部改正について 

 日程第49 議案第41号 由布市保健センター条例の一部改正について 

 日程第50 議案第42号 由布市公民館条例の一部改正について 

 日程第51 議案第43号 由布市特別会計条例の一部改正について 

 日程第52 議案第44号 由布市農業施設条例の一部改正について 

 日程第53 議案第45号 市道の路線認定について 

 日程第54 議案第46号 事務の委託協議について「大分市」 
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 日程第55 議案第47号 事務の委託協議について「別府市」 

 日程第56 議案第48号 事務の委託協議について「杵築市」 

 日程第57 議案第49号 事務の委託協議について「九重町」 

 日程第58 議案第50号 大分県市町村会館管理組合を組織する地方公共団体の数の増減につい

て 

 日程第59 議案第51号 大分県退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及びこれに伴

う同組合規約の変更について 

 日程第60 議案第52号 大分県消防補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少及びこれに

伴う同組合規約の変更について 

 日程第61 議案第53号 大分県交通災害共済組合規約の一部変更について 

 日程第62 議案第54号 平成１７年度由布市一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第63 議案第55号 平成１７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第64 議案第56号 平成１７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第65 議案第57号 平成１７年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第66 議案第58号 平成１７年度由布市水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第67 議案第59号 平成１８年度由布市一般会計予算について 

 日程第68 議案第60号 平成１８年度由布市国民健康保険特別会計予算について 

 日程第69 議案第61号 平成１８年度由布市老人保健特別会計予算について 

 日程第70 議案第62号 平成１８年度由布市介護保険特別会計予算について 

 日程第71 議案第63号 平成１８年度由布市簡易水道事業特別会計予算について 

 日程第72 議案第64号 平成１８年度由布市公共下水道事業特別会計予算について 

 日程第73 議案第65号 平成１８年度由布市農業集落排水事業特別会計予算について 

 日程第74 議案第66号 平成１８年度由布市湯布院健康温泉館事業特別会計予算について 

 日程第75 議案第67号 平成１８年度由布市公共用地先行取得事業特別会計予算について 

 日程第76 議案第68号 平成１８年度由布市水道事業会計予算について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸報告   議長報告 市長報告 一部事務組合議会報告 例月出納検査報告 
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 日程第４ 市長の施政方針 

 日程第５ 請願・陳情について 

 日程第６ 報告第１号 平成１８年度財団法人陣屋の村の事業計画を説明する書類の提出につ

いて 

 日程第７ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて「大分県交通災害共済組合規約

の一部改正」 

 日程第８ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて「平成１７年度由布市一般会計

補正予算（第１号）について」 

 日程第９ 議案第１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画について 

 日程第10 議案第２号 挾間町敬老年金条例の廃止について 

 日程第11 議案第３号 庄内町長寿敬老年金条例の廃止について 

 日程第12 議案第４号 庄内町長寿祝金給付条例の廃止について 

 日程第13 議案第５号 湯布院町敬老年金及び誕生祝金条例の廃止について 

 日程第14 議案第６号 挾間町身体障害者福祉年金条例の廃止について 

 日程第15 議案第７号 庄内町身体障害者年金条例の廃止について 

 日程第16 議案第８号 湯布院町障害福祉年金手当条例の廃止について 

 日程第18 議案第10号 由布市ふるさと水と土保全基金条例の廃止について 

 日程第19 議案第11号 由布市長等の給与の特例に関する条例の制定について 

 日程第20 議案第12号 由布市国民保護協議会条例の制定について 

 日程第21 議案第13号 由布市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定につい

て 

 日程第22 議案第14号 由布市下湯平共同温泉条例の制定について 

 日程第23 議案第15号 由布市乙丸温泉館条例の制定について 

 日程第24 議案第16号 由布市湯平温泉事務所条例の制定について 

 日程第25 議案第17号 由布市乙丸地区公民館条例の制定について 

 日程第26 議案第18号 由布市湯平ふれあいホール条例の制定について 

 日程第27 議案第19号 由布市庄内口ノ原ふれあい広場条例の制定について 

 日程第28 議案第20号 由布市挾間ふれあいプラザ条例の制定について 

 日程第29 議案第21号 由布市みことピア条例の制定について 

 日程第30 議案第22号 由布市老人福祉施設条例の制定について 

 日程第31 議案第23号 由布市湯布院福祉センター条例の制定について 

 日程第32 議案第24号 由布市老人福祉センター条例の制定について 
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 日程第33 議案第25号 由布市湯布院町域における集会所及び自治公民館施設等条例の制定に

ついて 

 日程第34 議案第26号 由布市陣屋の村自然活用施設条例の制定について 

 日程第35 議案第27号 由布市長期滞在施設条例の制定について 

 日程第36 議案第28号 由布市庄内構造改善センター条例の制定について 

 日程第37 議案第29号 由布市庄内農産加工センター条例の制定について 

 日程第38 議案第30号 由布市庄内特産品販売所「かぐらちゃや」条例の制定について 

 日程第39 議案第31号 由布市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の制定について 

 日程第40 議案第32号 由布市奨学資金に関する条例の制定について 

 日程第41 議案第33号 由布市教育奨学資金基金に関する条例の制定について 

 日程第42 議案第34号 由布市優良基礎牛貸付基金条例の制定について 

 日程第43 議案第35号 由布市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第44 議案第36号 由布市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 日程第45 議案第37号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について 

 日程第46 議案第38号 由布市国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第47 議案第39号 由布市介護保険条例の一部改正について 

 日程第48 議案第40号 由布市母子家庭医療費助成に関する条例の一部改正について 

 日程第49 議案第41号 由布市保健センター条例の一部改正について 

 日程第50 議案第42号 由布市公民館条例の一部改正について 

 日程第51 議案第43号 由布市特別会計条例の一部改正について 

 日程第52 議案第44号 由布市農業施設条例の一部改正について 

 日程第53 議案第45号 市道の路線認定について 

 日程第54 議案第46号 事務の委託協議について「大分市」 

 日程第55 議案第47号 事務の委託協議について「別府市」 

 日程第56 議案第48号 事務の委託協議について「杵築市」 

 日程第57 議案第49号 事務の委託協議について「九重町」 

 日程第58 議案第50号 大分県市町村会館管理組合を組織する地方公共団体の数の増減につい

て 

 日程第59 議案第51号 大分県退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及びこれに伴

う同組合規約の変更について 

 日程第60 議案第52号 大分県消防補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少及びこれに

伴う同組合規約の変更について 
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 日程第61 議案第53号 大分県交通災害共済組合規約の一部変更について 

 日程第62 議案第54号 平成１７年度由布市一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第63 議案第55号 平成１７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第64 議案第56号 平成１７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第65 議案第57号 平成１７年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第66 議案第58号 平成１７年度由布市水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第67 議案第59号 平成１８年度由布市一般会計予算について 

 日程第68 議案第60号 平成１８年度由布市国民健康保険特別会計予算について 

 日程第69 議案第61号 平成１８年度由布市老人保健特別会計予算について 

 日程第70 議案第62号 平成１８年度由布市介護保険特別会計予算について 

 日程第71 議案第63号 平成１８年度由布市簡易水道事業特別会計予算について 

 日程第72 議案第64号 平成１８年度由布市公共下水道事業特別会計予算について 

 日程第73 議案第65号 平成１８年度由布市農業集落排水事業特別会計予算について 

 日程第74 議案第66号 平成１８年度由布市湯布院健康温泉館事業特別会計予算について 

 日程第75 議案第67号 平成１８年度由布市公共用地先行取得事業特別会計予算について 

 日程第76 議案第68号 平成１８年度由布市水道事業会計予算について 

────────────────────────────── 

出席議員（26名） 

１番 小林華弥子君        ２番 髙橋 義孝君 

３番 立川 剛志君        ４番 新井 一徳君 

５番 佐藤 郁夫君        ６番 佐藤 友信君 

７番 溝口 泰章君        ８番 西郡  均君 

９番 渕野けさ子君        10番 太田 正美君 

11番 二宮 英俊君        12番 藤柴 厚才君 

13番 佐藤  正君        14番 江藤 明彦君 

15番 佐藤 人巳君        16番 田中真理子君 

17番 利光 直人君        18番 小野二三人君 

19番 吉村 幸治君        20番 工藤 安雄君 

21番 丹生 文雄君        22番 三重野精二君 

23番 生野 征平君        24番 山村 博司君 
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25番 久保 博義君        26番 後藤 憲次君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 衛藤 重徳君        書記 衛藤 哲雄君 

書記 吉野 貴俊君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………………… 首藤 奉文君   助役 ……………………… 森光 秀行君 

教育長 …………………… 清永 直孝君   総務部長 ………………… 三ケ尻隼人君 

総務課長 ………………… 篠田 安則君   防災危機管理室長 ……… 柚野 邦裕君 

総合政策課長 …………… 野上 安一君   行財政改革室長 ………… 相馬 尊重君 

財政課長 ………………… 米野 啓治君   税務課長 ………………… 野中 正則君 

収納課長 ………………… 田中 萬藏君   市民課長 ………………… 佐藤 利幸君 

人権・同和対策課長 …… 岩尾 豊文君   産業建設部長 …………… 後藤  巧君 

契約管理課長 …………… 高田 英二君   農政課長 ………………… 平野 直人君 

建設課長 ………………… 生野 利雄君   水道課長 ………………… 目野 直文君 

健康福祉事務所長 ……… 今井 干城君   福祉対策課長 …………… 立川 照夫君 

小松寮長 ………………… 佐藤 吉人君   寿楽苑長 ………………… 菅  正憲君 

挾間保育所長 …………… 生野 妙子君   西庄内保育所長 ………… 三重野裕次君 

健康増進課長 …………… 大久保富隆君   健康温泉館長 …………… 浦田 政秀君 

保険課長 ………………… 佐藤 純史君   環境商工観光部長 ……… 小野 明生君 

環境課長 ………………… 麻生 哲雄君   商工観光課長 …………… 吉野 宗男君 

挾間振興局長 …………… 二ノ宮健治君   挾間地域振興課長 ……… 島津 義信君 

挾間市民サービス課長 … 二宮 正男君   庄内振興局長 …………… 大久保眞一君 

庄内地域振興課長 ……… 川野 雄二君   庄内市民サービス課長 … 佐藤 和明君 

湯布院振興局長 ………… 佐藤 純一君   湯布院地域振興課長 …… 秋吉 洋一君 

湯布院市民サービス課長 ………………………………………………………… 荻  孝良君 

会計課長 ………………… 飯倉 敏雄君   農業委員会事務局長 …… 立川 忠実君 
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教育次長 ………………… 後藤 哲三君   学校教育課長 …………… 太田 光一君 

生涯学習課長 …………… 甲斐 裕一君   挾間公民館長 …………… 江藤恵美子君 

庄内公民館長 …………… 井  正弘君   湯布院公民館長 ………… 佐藤 和利君 

体育振興課長 …………… 佐藤 省一君   監査委員 ………………… 宮﨑 亮一君 

────────────────────────────── 

午前10時20分開会 

○議長（後藤 憲次君）  皆さん、おはようございます。本日ここに、平成１８年第１回由布市議

会定例会が招集されましたところ、議員各位には、年度末の公私ともに何かと多忙な中、御出席

を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 開会に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。 

 御案内のように、町村合併に伴い、昨年１０月１日に由布市が誕生して以来、はや５カ月が経

過いたしました。本年１８年が由布市にとりましては事実上重要な第１歩を踏み出した年といっ

ても過言ではないと思います。今定例会は、由布市としての平成１８年度一般会計予算を初め各

会計の初めての通年予算など、まちづくりに直接関係する、しかも多種多用にわたる案件を審議

する重要な議会であります。 

 今回提出されます諸議案の内容につきましては、後ほど市長から説明がなされますが、由布市

として市民のためのまちづくり、福祉の向上など市政運営の初めての本格的な新年度予算であり、

またこれに関連する重要な諸議案であり、議員各位におかれましては綿密周到な御審議により適

切な結論に到達いたしますよう切望する次第であります。 

 時既に春とは申せ、余寒まだ去りがたき折から、議員各位には御自愛いただきまして、本定例

会での審議に精励くださるようお願いを申し上げます。 

 なお、市長を初めとする執行部の皆さんには、各常任委員会等における審議や現地調査等に対

し格段の御配慮と御協力をお願い申し上げまして、開会のあいさつといたします。 

 本定例会につきましては、挾間庁舎４階議会棟部分が現在改修工事中のため、昨年と同様に仮

の議場として未来館大研修室を利用しております。したがいまして、本会議や各常任委員会など、

審議の過程においては施設設備が不十分で、何かと不便をおかけすると思いますが、皆様の御理

解、御協力をよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、開会に先立ち、本定例会の招集者であります市長のあいさつを受けます。市長。 

○市長（首藤 奉文君）  皆さんおはようございます。本日ここに、平成１８年第１回由布市議会

定例会を招集いたしましたところ、皆さん方には公私大変御多忙の中、御出席を賜りましてまこ

とにありがとうございます。先ほど議長も申されましたけれども、昨年の１０月に合併して以来

５カ月が経過いたしましたけれども、今定例会をもちましてこれから新しい由布市のほんとの意
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味のスタートであるというふうに私も認識しております。そういうことで、皆さん方の慎重御審

議をお願いしたいと思います。 

 本会議に先立ちまして、本会議のときに私自身の施政方針を述べさせていただきますし、また、

１８年度の一般会計並びに予算等々予算議案１５件、そして予算外議案５１件、報告１件、承認

２件の重要議案の御審議をお願いすることとなっております。議員各位には慎重御審議をいただ

きたいと思いますが、議案の内容につきましては上程の際に申し上げたいと思います。 

 今日が２日でございまして、２４日までということで大変議会、長丁場でございますが、議員

の皆様には健康に十分留意される中で、慎重御審議を賜りたいと思っております。大変簡単であ

りますけれども、開会に当たりまして市長としてのごあいさつにさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いします。 

○議長（後藤 憲次君）  ただいまの出席議員数は２６人です。定足数に達しておりますので、た

だいまから平成１８年第１回由布市議会定例会を開会いたします。 

 執行部より市長、助役、教育長、代表監査委員、各部課長の出席を求めています。 

 これから本日の会議を開きます。 

 まず本日、市長から本定例会に上程予定の議案のうち、議案第９号由布市肉用牛特別導入事業

基金条例等の廃止について及び議案第３４号由布市優良基礎牛貸付基金条例の制定についての

２件について、撤回の申し出がありました。議長として、この２件の議案の撤回を許可しました

ので、報告をいたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第１号より行います。 

 なお、議事日程中、先ほど撤回を許可しました日程第１７、議案第９号由布市肉用牛特別導入

事業基金条例等の廃止について並びに日程第４２、議案第３４号由布市優良基礎牛貸付基金条例

の制定についての２件は、本日の議事日程から削除し、当該日程番号を欠番といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名について 

○議長（後藤 憲次君）  まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定によって、７番、溝口泰章君、８番、

西郡均君の２名を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定について 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日から３月２４日までの２３日間といたしたいと思います。御異議あり

ませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤 憲次君）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から３月２４日

までの２３日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸報告 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第３、諸報告を行います。 

 まず、議長より報告をいたします。１２月定例会以後の議長の報告です。 

 １２月２７日、大分市福宗清掃工場にて大分市リサイクルプラザ安全祈願祭が挙行され、出席

をいたしました。 

 １月４日、はさま未来館にて、由布市新春祝賀互礼会が行われ、皆さんとともに出席をしまし

た。 

 １月５日、第２４回全国都道府県対抗女子駅伝出場のあいさつのため、湯布院中学校２年生の

加藤岬さんが来庁しました。 

 １月６日、挾間町上田会館にて、挾間町商工会新年互礼会が開催され、出席をしました。 

 １月９日、はさま未来館にて、平成１８年由布市成人式が挙行され、皆様方とともに出席をい

たしました。 

 １月１２日、庄内町にて、平成１８年由布市庄内町消防団特別点検が行われ、出席をしました。 

 １月１３日、湯布院町にて、平成１８年由布市湯布院町消防団特別点検が行われ、出席をしま

した。 

 １月１４日、挾間町にて、平成１８年由布市挾間町消防団特別点検が行われ、出席をしました。 

 １月１５日、挾間町にて挾間町少年少女交流駅伝大会が開催され、出席をしました。 

 １月１６日、大分県庁にて、湯布院厚生年金病院に関する情報交換会が行われ、市長、助役と

ともに出席をしました。 

 １月１９日、第２４回全国都道府県対抗女子駅伝出場の結果報告のため加藤岬さんが来庁いた

しました。 

 １月２５日、杵築市にて、新杵築市発足記念式典が挙行され、出席をいたしました。 

 １月２５日、大分市にて、平成１７年度知事を囲む自治運営懇話会が開催され、出席をしまし

た。 

 １月２７日、国土交通省九州地方整備局に国道２１０号線改修促進協議会から、早期改修につ

いての要望活動のために助役とともに出席をしました。 

 ２月１日、県道別府挾間線整備改良要望のため、市長及び由布市挾間町石城川地区促進協議会

の方々とともに、大分県土木事務所を訪問しました。 
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 ２月３日、日出生台演習場にて、米海兵隊実弾射撃移転訓練に伴う訓練公開が行われ、皆さん

とともに出席をいたしました。 

 ２月３日、陣屋の村にて、挾間町商工会主催の進出企業懇談会が開催され、出席をしました。 

 ２月９日、庄内庁舎にて、行財政改革特別委員会が開催され、同席をしました。 

 ２月１１日、湯布院町由布山荘にて、春季県体第４８回県内一周合同駅伝競走大会の開催に伴

う由布市選手団の結団式が行われ、出席をしました。 

 ２月１５日、はさま未来館にて、由布市発足記念式典が挙行され、皆様方とともに出席をしま

した。 

 ２月１７日、湯布院町ゆふの丘プラザにて、由布市と別府大学との協力協定書調印式が挙行さ

れ、出席をしました。 

 ２月２０日、庄内町畑田にて、市道天神山猪野中尾線１期工区改良事業に係る開通式が挙行さ

れ、出席をしました。 

 ２月２０日、佐伯市にて、第７６回大分県市議会議長会理事会が開催され、事務局長とともに

出席をしました。 

 ２月２３日、庄内庁舎にて、議会運営委員会が開催され、同席をしました。 

 ２月２３日、庄内庁舎にて、由布市土地開発公社理事会が開催され、出席をしました。 

 ２月２４日、湯布院町由布山荘にて、春季県体第４８回県内一周合同駅伝競走大会開催に伴う

由布市選手団の反省会が開催され、出席をしました。 

 ２月２５日、はさま未来館にて、平成１７年度宮田保育園園児発表会が開催され、出席をしま

した。 

 同じく２月２５日、湯布院町ゆふの丘プラザで第２５回日本太鼓全国講習会が開催され、出席

をしました。 

 ２月２６日、竹田市直入町中央公民館にて、直入庄内区域農用地総合整備事業完工式典が挙行

され、出席をしました。 

 ２月２８日、庄内庁舎にて、由布市と大分大学との協力協定書調印式が挙行され、出席をしま

した。 

 ２月２８日、湯布院町にて、自衛隊湯布院駐屯地松井指令歓迎会が開催され、出席をしました。 

 ３月１日、庄内庁舎にて、第６３回大分国体由布市実行委員会設立発起人会が開催され、出席

をしました。 

 同じく、湯布院庁舎横の健康管理センターにて、平成１７年度由布市地域保健委員会理事会が

開催され、出席をしたところであります。 

 以上で議長の報告を終わります。 
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 次に、市長の行政報告を受けます。市長。 

○市長（首藤 奉文君）  それでは、平成１７年１２月に開催されました第１回定例会以降の市政

諸般の主な事項について報告を申し上げます。 

 平成１７年１２月２２日に、森光秀行氏の助役選任に御同意をいただきましたことから、

１２月２７日辞令交付と就任式を行いました。助役より、健全財政の確立と由布市の基盤づくり

に全力を傾注するとの決意のあいさつを受けたところでございます。 

 新年１月４日には、各庁舎で、仕事始めの式を行うとともに、土地開発公社の事務局長の後藤

胖治君が１月１日付で退職、これに伴い、同日付で総合政策課課長補佐加藤康男君を由布市土地

開発公社事務局長の兼務発令をいたしました。また、事務の円滑な執行を行うために、主幹以下

５名の職員の異動と、業務援助を発令したところでございます。 

 次に、４日１１時より、はさま未来館におきまして、新年祝賀互礼会を開催し、議員皆様を初

め各界各層の方々の御参加をいただく中で由布市の飛躍と発展の年となるよう、出席者の皆様と

祈念をいたしたところでございます。 

 次に、１月９日、はさま未来館におきまして、今年の成人式を、新成人４５５名のうち

２８３名が出席して開催をいたしました。私からは、これまでに育ててくれた両親に対して感謝

の心を忘れずに力強く生きてほしいと、新成人からは、皆が一体となって由布市の新しい歴史を

つくっていけるよう頑張りたいと謝辞があり、私も将来を楽しみにしているところでございます。 

 次に、１月１２日、由布市庄内町消防団特別点検を庄内総合運動公園多目的広場で実施いたし

ました。県のモデルとして団長以下２３５名の消防団員と積載車３１台が出動、人員服装点検に

始まり、機械器具点検、訓練点検、放水点検を行いました。 

 翌１３日には、湯布院町消防団特別点検が由布院小学校グラウンドで実施いたしました。団長

以下２２２名の消防団員とポンプ車６台、積載車１２台が出動、降雨の心配があり、時間を早め

て開始するなど少雨の中、一部次第を変更した上で、すべての点検を行うことができました。 

 翌１４日、挾間町消防団特別点検は、挾間中洲賀グラウンドで実施の予定でございましたが、

あいにくの降雨により、挾間小学校体育館に会場を移し実施をいたしました。団長以下１８２名

の消防団員と、積載車２１台が出動、人員服装点検、訓練点検、群列行進等を狭い会場ながら臨

機応変に実施することができました。庄内町、湯布院町、挾間町ともに使命感旺盛なきびきびと

した訓練に私は感動いたしたところでございます。 

 次に、１月１６日、湯布院厚生年金病院の公営施設としての存続要望を県福祉保健部に行いま

した。 

 次に、１月１９日、在日米軍海兵隊実弾砲撃訓練に伴い、対策本部、現地対策事務所若杉連絡

所を開所いたし、市民並びに地元住民の不安解消に努めました。 
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 去る１月２０日から実施されました在沖縄米軍の移転訓練は、関係者の御協力により、２月

１６日、大きな事故もなく無事終了いたしました。しかしながら、今回の移転訓練におきまして

は、情報伝達のおくれや協定書にない小火器類の訓練要請があるなど、過去にない混乱を招いた

ことは大変遺憾に思っているところでございます。今後、引き続き４社協を通じて、協定書の遵

守並びに訓練の恒常化を阻止する要請などを行ってまいりたいと考えております。 

 次に、２月１日、大分土木事務所に、後藤議長、挾間町石城川地区促進協議会の委員１０名と

同行して、県道別府挾間線の改良工事の早期着工を要望いたしました。県土木事務所大石次長よ

り、来年度から調査に入り、区間を定めて整備をしていきたいとのことでございました。また、

用地について地元の協力を要請されたところでございます。 

 次に、２月１日から２月６日にかけ、地域審議会を各町ごとに開催いたしました。この地域審

議会は、市町村の合併の特例に関する法律第５条の４第１項及び第２項の規定に基づきまして地

域審議会を設置するもので、２月１日に湯布院地域審議会、翌２日に庄内地域審議会、６日に挾

間地域審議会を開催、それぞれ町ごとに委嘱状の交付と所掌事項の説明をいたし、各町とも

１５名の委員の中から会長、副会長選任をいたしました。湯布院審議会の会長に衛藤昭彦氏、副

会長に佐藤敏雄氏、庄内地域審議会の会長に大塚壽徳氏、副会長に首藤久美子氏、挾間地域審議

会の会長に二宮邦弘氏、副会長に池見篤子氏に決定をいたしました。 

 次に、２月２日、防犯ブザーの貸与を挾間町の全小学校と湯布院町の未配付の小学校に貸与を

いたしました。これは昨年、市内においても不審者による声かけ事案が発生したため、通学時の

児童の安全確保のため貸与いたしました。 

 次に、２月１１日、県内一周駅伝の由布市チームの結団式が由布山荘で行われ、選手の健闘を

祈り激励をいたしました。県内一周駅伝は２月２０日から２月２４日まで５日間にわたり開催さ

れ、由布市チームは連日の健闘で４位というすばらしい成績で終了することができました。この

駅伝は、今年も挾間町を再スタートいたしましたが、来年以降は庄内庁舎前からの再スタートに

したいとの主催者大分合同新聞社の意向であることを申し添えておきたいと思います。 

 次に、２月１５日、由布市発足記念式典をはさま未来館で行い、竹中総務大臣代理として総務

省消防庁総務課国民保護室の青木室長、広瀬勝貞大分県知事、衛藤征士郎衆議院議員を初め国会

議員、県議、市議会議員の方々や多くの市民の御臨席をいただく中、厳粛にとり行うことができ

ました。また、合併時の町長には総務大臣表彰、町長、議会議長には県知事表彰を受けました。

そして、合併協議会の委員として携わった各委員には市長感謝状を送りお礼を申し上げたところ

でございます。総務大臣を初め県知事ならびに各来賓の方々から御祝辞や激励の言葉をいただい

たところでございます。 

 翌２月１６日、新市発足記念フォーラム由布を法政大学教授岡崎先生を講師に、まちづくり研
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究会を実施いたしました。 

 次に、２月１７日に、別府大学とゆふの丘プラザで後藤議長、久保副議長、安部自治委員会長

ら立ち会いのもと、総合的かつ継続的に大学と市が協力して、自治体における諸課題の解決を目

指すことを目的として、総合協力協定の調印をとり行いました。 

 また、２月２８日には、大分大学と庄内庁舎にて相互協力協定の調印を行ったところでござい

ます。 

 また、同日、県広報コンクールで、市報ゆふが特選を受賞し、この授賞式がございました。こ

れにより全国コンクールに県代表として推薦をいただきました。 

 次に、市の公聴事業の一貫として市政懇談会を開催いたしております。この懇談会では、由布

市のまちづくりビジョンを紹介するとともに、市民の皆さんからまちづくりに対する意見を伺う

ことを目的にして、２月２０日に庄内町の大津留地区を対象に影戸公民館で、２月２３日には挾

間町石城地区を対象に北部地区多目的共同施設で、２月２７日には湯布院町湯平地区を対象に湯

平地区公民館でそれぞれ開催され、貴重な意見をいただいたところでございます。 

 次に、２月２３日、中山間地域直接支払交付金事業の会計検査院の検査があり、交付金事業の

対象とならない土地が含まれていることが判明をいたしました。現在まだ調査中でありますが、

今後は会計監査院の指導のもと、対応をしてまいりたいと考えております。 

 次に、３月１日、由布市観光の拠点であります湯布院観光の花形辻馬車の走りぞめ、春を告げ

る行事辻馬車開きが開催されました。また、午後には「風のハルカ春の語り合い」と題して、脚

本の大森美香さん、演出の片岡敬司さん、ヒロインの村川絵梨さんも登場して、参加の皆さんを

交えて語り合う会が開催されました。 

 次に、由布市地域包括支援センターの設置については、由布市地域包括支援センター運営協議

会準備委員会で協議を重ねる中で、由布市社会福祉協議会に委託での設置が決定され、３月１日

にこの答申を受けたところでございます。今後はこの答申を尊重し、実施体制の確立に向け支援

と指導を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、出張関係について御報告申し上げます。 

 １月１５日に京都府で行われました全国都道府県女子対抗駅伝に大分県代表として出場した湯

布院中学校加藤岬さんの応援に行ってまいりました。新聞等で御承知のとおり、第３区の３キロ

を９分４９秒、区間１０位で６人抜きを演じる好走で県チームの躍進の原動になりました。私を

初め多くの市民に感動を与えてくれたことに感謝しているところでございます。 

 次に、１月１８日、障害者自立支援サミットが福岡市で開催され、この研修会に出席いたしま

した。これは障害者自立支援法の施行に向けて新しい障害者施策に対する理解の促進と法律の円

滑な施行を目的に、法律の趣旨等について直接市町村長に説明がありました。 
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 次に、１月２７日、Ｂ＆Ｇ全国首長会議が東京都港区日本財団ビルで開催され、出席いたしま

した。 

 次に、２月２１日、昨年１０月から放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風のハルカ」の収録終

了に伴い、大阪帝国ホテルでクランクアップパーティーがＮＨＫ大阪放送局長を初め多くの関係

者の出席のもと、開催されました。市からは、風のハルカ活用振興協議会の会員等１５名が参加

し、関係者にお礼を申し上げたところでございます。 

 以上、簡単ではございますが、市政諸般の主な事項についての報告を終わります。 

○議長（後藤 憲次君）  市長の行政報告が終わりました。 

 次に、一部事務組合議会の報告を受けます。由布大分環境衛生組合議会議長山村博司君。 

○由布大分環境衛生組合議長（山村 博司君）  皆さんおはようございます。それでは、由布大分

環境衛生組合議会の報告をさせていただきます。 

 平成１８年第１回由布大分環境衛生組合議会定例会は、２月２７日午後１時３０分より、由布

大分環境衛生組合会議室で開催されました。その結果について御報告いたします。 

 まず、首藤奉文管理者より、次の行政報告がありました。アスベスト含有物の家庭用電化製品

等の問題でありますが、分解や粉砕した場合に飛散のおそれがあると経済通産省より報告されて

おりまして、鬼崎不燃物処理場では人体に及ぼす影響から、粉砕処理を中止したことにより、

２月から持ち込み不可となりました。４月からは他の清掃工場へ持ち込み処理を行うことで大分

市と協議が整ったとの報告がありまして、また新設し尿処理施設が平成１６年４月、稼働いたし

まして、ことし３月で２カ年を経過、この間大きなトラブルもなく、効率よく稼働してきました

が、性能保証期間２カ年が３月２５日をもって期限切れとなることから、性能発注書どおり機能

が確保されているか稼働状況の検査を実施しているとの報告がありました。 

 主な行事では１２月２７日、仮称大分リサイクルプラザ建設の安全祈願祭が福宗清掃工場隣接

地で行われ、市長、文教厚生常任委員会の議員及び由布大分環境衛生組合議会議員が出席をいた

しました。 

 １月２５日、組合議会施設研修を福宗清掃工場、鬼崎不燃物処理場、佐野清掃センターの各施

設で行いました。 

 次に、平成１７年度定期監査報告がございました。監査委員より、平成１８年２月３日に、由

布大分環境衛生組合会議室で定期監査を実施し、予算状況について収支その他の関係帳簿など適

正、的確に整理され、正確に執行されている。また、財産管理、業務管理についても適正に管理

されているとの報告がございました。 

 議事に入りまして１１議案が上程されました。議案１号大分県退職手当組合を組織する地方公

共団体の数の減少及びこれに伴う同組合の規約の変更については、町村合併に伴い、組合を組織
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する数の減少で組合規約を変更するものです。 

 議案第２号由布大分環境衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の制定につい

て、議案第３号由布大分環境衛生組合に臨時的に任用した職員の分限に関する条例の制定につい

て、第４号由布大分環境衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の制定について、議案

第５号由布大分環境衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例の制定について、議案第６号由布大

分環境衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について、議案第７号由布

大分環境衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定について、議案第８号由布大分環

境衛生組合職員の育児休業等に関する条例の制定について、議案第９号由布大分環境衛生組合議

会の議員、その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の制定についてまでの８条例につ

いては、組合職員の管理運営上必要なため条例制定を行うものです。採決の結果、全員賛成によ

り可決されました。 

 議案第１０号平成１７年度由布大分環境衛生組合補正予算（第３号）についてであります。暫

定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５０１万４,０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ４億８,４７７万７,０００円とするものであります。主な歳入は、負担金

の減額２７４万１,０００円、手数料の減額の２３０万円です。この減額の要因は、確定による

ものです。主な歳出は、総務費の減額の１２０万円、清掃費減額１,３７６万６,０００円、予備

費９９５万２,０００円増額するものであります。 

 次に、議案第１１号平成１８年度由布大分環境衛生組合予算についてであります。歳入歳出予

算総額は、歳入歳出それぞれ５億５,２７１万６,０００円とするものです。主な歳入は、負担金

５億２,１６８万８,０００円、手数料１,５９３万１,０００円、繰越金１,５００万円などです。

主な歳出は、総務費６,６１０万６,０００円、衛生費４億１,６１９万１,０００円、公債費

６,９１３万３,０００円などです。採決の結果、全員賛成により可決されました。 

 なお、詳細な資料につきましては私の手元にありますので、必要があれば申し出をいただきた

いと思います。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（後藤 憲次君）  由布大分環境衛生組合議会の報告が終わりました。 

 次に、地方自治法第２３５条の２の規定による例月出納検査の結果について報告を求めます。

宮﨑代表監査委員。どうぞ。 

○監査委員（宮﨑 亮一君）  それでは、例月出納検査の実施状況について御報告申し上げます。 

 ただいま申し上げましたように、議長からお話がありましたように、地方自治法第２３５条の

２第１項の規定により、平成１７年１２月の例月出納検査の実施状況を御報告申し上げます。 

 検査の年月日は１７年の１２月２６日と、それから１８年の１月２５日の２回についてであり
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ます。 

 まず、１７年１２月２６日の検査につきましては、いずれも検査の対象は収入役及び企業管理

者の保管する平成１７年９月末、１０月末及び１１月末現在の現金のあり高及び出納状況であり

ます。 

 検査の実施状況につきましては、収入役及び企業管理者の保管する平成１７年９月末から

１１月末までのそれぞれの現金のあり高及び出納関係諸表等の計数の正確性の検査なら現金の出

納事務が適正に行われているかどうかを検査する予定でありましたが、現在の会計──その当時

の現在の会計課の業務の状況聴取で、合併後の新規の電気システム、また著しい業務量の増加の

中で支払い事務を優先させなければならなかった状況などのために検査資料の整備はできており

ませんでした。その結果、その月の予定の検査はできませんでした。また、水道事業会計もオン

ラインシステムの関係上、処理が遅滞しておりましたので、水道課も検査することができません

でした。それを踏まえまして、次回までに資料を整備し、通常の検査ができるように、今後の迅

速な対応について協議をしまして、御指導させていただきました。 

 次に、１月２５日の例月出納検査でございますが、検査の結果を御報告申し上げます。対象は

１７年９月末から１２月末までのそれぞれの現金のあり高及び出納諸表等の計数の正確性の検証

並びに現金の出納事務が適正に行われているかどうかを検査いたしました。前回間に合わなかっ

た資料もほぼ整備されており、旧３町から由布市への引き継ぎ事項など検査資料の計数は出納状

況調書の件数と一致しておりまして、適正に処理されていると認めました。 

 水道事業会計につきましては、月末時点の水道料の未収状況について、電算処理上のプログラ

ム修正中ということでチェックできませんでしたが、早急な処理を求めました。 

 以上であります。 

○議長（後藤 憲次君）  例月出納検査の結果報告は終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．市長の施政方針 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第４、市長の施政方針を受けます。市長。 

○市長（首藤 奉文君）  初めに。由布市が誕生して５カ月余りが過ぎまして、私が市長に就任し

て４カ月、初代の由布市長として、市政の円滑な推進に職員ともども「潤いに満ちた安らぎと誇

りもてる由布市」を築くため「融和・協働・発展」の基本理念を掲げ、これまで取り組んでまい

ったところでございます。 

 イタリアのトリノで開催されました冬季オリンピックも２月の２６日の閉会式をもって、感動

と興奮の１２日間に幕を閉じました。荒川選手が獲得した日本念願の金メダルは、全国民に感動

と勇気を与えてくれました。 
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 そんな中で、大分県では春季県民体育大会・第４８回県内一周大分合同駅伝大会が開催され、

由布市チームは大分県４位と頑張り、由布市誕生の歴史の１ページを披露することができました。

選手はもちろん、多くの関係者の御支援のもとに、一丸となっての戦いに、由布市民とともに私

自身も感動と誇りをいただいたところでございます。 

 さて、１８年第１回市議会定例会の開会に当たりまして、市政に対する所信を述べ、皆様並び

に市民の皆様に市政に対する御理解と御協力をいただきたいと思います。 

 さて、我が国の経済は、長期にわたる停滞傾向から脱出の傾向にあるとはいわれているものの、

所得の伸びは横ばい傾向で、デフレ状況も続き、景気改善の兆しはまだまだ明るい状態とは言い

がたく、極めて難しい状況にあり、依然として不透明でございます。このような中で、今後少子

高齢化は急速に進み、地方分権の名のもとに三位一体改革が大きく取り上げられるなど、地方自

治としては厳しい状況下での困難な行政運営を余技なくされているところでございます。 

 由布市におきましても合併後の本格的な市政運営において、市民ニーズに対応すべく、行財政

改革と合併時に策定したまちづくり計画の建設計画を視野に入れまして予算編成を行ったところ

でございます。 

 しかしながら、経済の長期低迷による市税収入の伸び悩みと三位一体改革による国や県の補助

金削減や地方交付税の減額により財政運営は極めて厳しい状況となっております。 

 合併後の本格予算編成で新しい由布市のまちづくりを真摯に検討したところでございますが、

限られた財源と福祉事業を中心とした予想以上の経常経費の増加が見られる中で、初代市長とし

て市政を担うに当たり、その責任の重大さを深く認識しているところでございます。市民の融和

と協働と発展の基本理念を市民皆さんに御理解をいただき、３万６,０００人が「健康で豊かで

潤いに満ちた誇りの持てる由布市」として、福祉・教育・産業を核に、安全で安心して暮らせる

まちづくりを推進していく決意でございます。 

 １８年度由布市の本格市政運営に当たり、就任当初の１２月議会で提案いたしました３つの理

念と７つの政策についての実現を目指し、最大限の努力をいたす所存でございます。 

 まず私は、市政の基本理念として１つ目に「融和」を提唱いたしました。それぞれ３地域には、

これまで５０年近くにわたって築き上げてきた風土やあるいはすばらしい伝統、文化がございま

す。この伝統文化や仕組みを、あるいはそれぞれの地域の違いをお互いが理解し合う中で、それ

ぞれがそれを認め合うことが一番大切であると私は考えております。そこから由布市が出発でき

るものと考えておるところでございます。 

 由布市のまちづくりは、今始まったばかりでございますが、まちづくりは人づくりであると私

は考えております。このまちづくりの基礎をしっかりとつくり上げることが最も重要であり、私

に課せられた責務であるとも考えております。そのためには、人と人、地域と地域の融和が最も
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大切であると考えております。 

 その取り組みとして、将来を見つめた段階では、教育面では、３地域の子供たちを一堂に集め、

通学合宿をさせることにより将来に向けての強いきずなづくりを行ってまいりたいと思っており

ます。 

 また、市民の健康と生きがい対策事業の充実、さらには地域間の交流を活発に行ってまいりた

いと考えております。そのため市内循環のくるりんバス号の運営検討や市民を対象とした市内の

施設やイベントをめぐるツアーバスの運行などの検討を行うなどの事業の検討を行ってまいりた

いと考えております。 

 次に、２つ目の「協働」の理念として、市民の皆さんが主役のまちづくりを強く提唱していき

たいと思っております。地域の皆さんの声を反映するために、１８年１月に３地域で発足した地

域審議会の活用と地域の総合的振興を図るとともに、さまざまなまちづくりの課題に対する市政

の諮問的機関としての「まちづくり会議」の設置や全国のまちづくり情報の収集と最新情報の必

要性から「専門アドバイザー」制度を確立してまいります。 

 また、市民とのバートナーシップのまちづくりを充実するための「ゆふコミュニティー」事業

と、市民自治を確立するための「市民自治条例」の制定を進めてまいります。さらに、由布市を

横断する大分川の景観・環境整備を進める「市民総ぐるみボランティア制度」のしくみづくりを

行ってまいります。 

 次に、市民サービスの向上と効率的な財政運営を図る観点から、行政の仕事を企業や地域、Ｎ

ＰＯ団体等の市民の皆さんが積極的に参画してもらう制度を検討してまいります。 

 ３つ目の「発展」の理念でございますけれども、まず由布市のまちづくりの総合的な教科書と

なるべく「由布市総合計画」の策定を行います。また、次代を担う子供たちの教育環境整備につ

いても、具体的な事業化を進めてまいります。特に、挾間町の「未来クラブ」の制度は、行政と

市民の新しい関係として今後独立した組織として発展的に全市に広げてまいりたいと考えており

ます。 

 また、さまざまな分野での発展に向けての事業も積極的に進めているところでございますが、

以上で基本理念に基づいた主な考え方の事業の概要を終わらせていただきます。 

 次に、７つの政策についてでございますが、１点目の公平・公正ということにつきましては、

市政の情報提供と公開を基本に考え、市民の皆さんと市政を運営するための「情報公開条例」や

「個人情報の保護」の充実に努め、さらに私の交際費の公開とあわせて、逐次開催の市政懇談会

や市民対話集会などで積極的に情報の公開と公表、提供を行ってまいりたいと思います。 

 ２点目の「チカラ強い市政の実現」ですが、厳しい財政事情の中でこの危機を乗り切るために、

行政はもとより、あらゆる方面、あらゆる方々の痛みも伴うものであると考えておりますが、力
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強い市政実現のためにまず行政改革を最優先で行います。 

 私が本部長となる「行財政改革推進本部」も活動を開始し、市民の視点による進捗状況の評価

や提言をいただく「行財政改革推進会議」も３月中に開催する予定にしております。 

 経費の節減に努めることは当然でございますが、市の財源確保のためのしくみや知恵、情報が

必要なことから、職員や市民も参加してのプロジェクトチームを早々に立ち上げたいと考えてお

ります。 

 ３点目の「協働と自立の創造」でございますが、市民の皆さんとの協働のまちづくりをこれか

ら最も最優先として進めていかねばならないと考えております。市役所の財政が厳しいことを理

由に、これまでの行政の仕事を市民にお願いするという発想ではなく、国や県の行政事務の権限

委譲が進行する中で、地方行政の末端自治体の行政サービスはこれから肥大化しています。そう

いうことからも、協働のまちづくりを進めていかねばならないと考えております。 

 さらに、効率的でより利便性と即効性が必要とされる今日、市民の皆さんとのパートナーシッ

プのまちづくりのために「ゆふコミュニティー制度」の創設を行います。地域自治の確立を図る

ために、挾間・庄内・湯布院にそれぞれ２地域、合わせて６地域のコミュニティーモデル事業を

展開してまいります。このモデル地域は、少子高齢化が進む中においても、地域みずからが地域

のことを考え、安全安心な地域づくりを確立する制度を構築していくためのモデル地域としてい

きたいと考えております。 

 ４点目の「愛情ある福祉のまちづくり」につきましては、市になったことによりまして大分県

からの権限委譲に伴う財政負担も増してまいりました。市としては、高齢者の健康づくりや介護

に関する総合的な業務を行う「包括支援センター」を挾間・庄内・湯布院地域の３カ所に設置し

て、専門的かつ総合的に保健師等を配置して、介護制度と高齢者の健康業務を担う拠点としてい

きたいと考えております。 

 また、市の総合的な健康と福祉の拠点となるべき総合福祉センターの建設について調査研究の

検討委員会の設置を行います。 

 今日の社会は、人より物が優先される社会であると言われておりますが、それだけに、これか

らはより心を大切にした社会を考えていかねばならないと思っております。子供の笑顔や高齢者

の笑顔、さらには家族の笑顔の構築や強い絆を強めていかねばならないと考えております。また、

温かい、明るい家庭づくりにも積極的に応援をしてまいりたいと考えております。 

 大分県には全国に自慢できるサッカーのＪリーグ「大分トリニータ」のプロチームがございま

すが、この本物のプロスポーツのサッカー観戦をするなど、家族間の絆や会話、あるいは家族共

通の話題を構築してもらい、笑顔あふれるまちづくりの一環としたいと考えております。 

 財政の厳しい中ではございますが、福祉の充実を目指し、福祉のまちづくりのトップランナー
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を目指したいと考えているところでございます。 

 湯布院地域は、観光地としてまちづくりのトップランナーであると言われております。またそ

のとおりだと思いますが、この由布市は福祉のまちづくりとしてもキラリと光るまちづくりを進

めてまいりたいと思います。 

 ５点目の「教育の充実」でございますが、次世代の由布市を担う「ゆふっこ」の教育の充実を

図るために、感性豊かで健やかに成長できる教育環境の整備が必要であると考えております。市

内の各学校は、一部を除きまして大変老朽化が進んでおりますが、逐次整備を進めてまいります。 

 また、国際化や知性あふれる子供の教育のために、総合学習のカリキュラムの中で生活体験型

の教育やオリジナル事業として英語力を高める専任の英語指導員を各町に配置してまいりたいと

考えております。 

 また、由布市唯一の県立「碩南高校」が「由布高校」として名称変更されることになりました。

碩南高校としての名称に歴史のピリオドが打たれますが、由布市の歴史とともに「由布高校」が

新たにスタートすることになり、個性あふれる高等学校として、関係する機関と可能な限り協力

を進めてまいりたいと考えております。 

 ６点目の「安全で安心な市政」では、日本が安全で安心な国として世界的に評価を受けており

ますが、最近の世相は考えも及ばない犯罪が多発している状況でございます。年間４００万人の

観光客が訪れる湯布院や都市型のまちあるいは過疎型のまち、その地域が存在する由布市にとり

ましても市民の皆さんが安全で安心して暮らせることは行政の最大の課題でもあります。「住ん

でいる人も訪れる人も命の循環を大切にするまち」が由布市のまちづくりの理念でございます。 

 そのために、地域と行政と市民が循環型の社会を構築し、観光や農林業が循環型の社会を営み、

男性と女性、お年寄りと若者、子供と大人とがうまく循環すること、つまり地域コミュニティー

型の市政運営が必要であり、これらを構築してまいります。 

 ７点目の「つながりと連係と循環のまちづくり」でございますが、最後になりましたが、つな

がりと連係と循環のまちづくりの推進、３地域の振興を図るために、各地域振興局で地域の自然

や伝統文化の継承、さらに地域産業の振興を推進するための事業を行います。 

 ＮＨＫ朝の連続テレビドラマ「風のハルカ」は、４００万人の観光交流人口を有する湯布院観

光の経済効果をさらに高め、全国の人々の注目を浴びているところでございますが、この湯布院

のすばらしさをいつまでも持ち続けるための環境保全を含めた環境条例の制定を行います。 

 さらに、農林業の振興につきましては、中山間地域特別支払い制度事業を生かすなど地産地消

を基本に据えて考えてまいりたいと思います。 

 最後に、３つの基本理念と７つの政策は、由布市の総合計画の策定の中で、さらに進化すべく

事業を精査し、織り込んでまいりたいと考えておりますけれども、３つの町のこれまでの風土や
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歴史を大切にしながらも、ある意味では改革も必要と認識をしております。 

 いずれにいたしましても、市民が主役のまちづくりを進めていくために、市役所は市民の暮ら

しのお手伝いに徹することが大切であると、という認識の中で、市政運営を行っていく所存でご

ざいます。そのためには、常に職員が市民サービスのために「改革と知恵と技と汗」を惜しまな

いことの大切さを認識するとともに、私自身が先頭に立ち「由布市の歴史の１ページ」の扉を開

いてまいりたいと考えております。 

 以上、平成１８年度の市政運営に当たりましての基本的な方針並びに主要な施策について申し

上げました。 

 深刻な財政状況と複雑多岐にわたる難しい社会状況の中、３万６,０００人の市民の長として

責任を深く認識し、いかなる困難が生じようとも市民の皆さんの目線に立ち、市民が主役の市政

を行い、困難な行政運営を克服してまいりたいと決意をしております。 

 合併後間もないという甘えはもう許されず、由布市のまちづくりに「待ったなし」の時期がま

いっております。「合併してよかった」、「由布市に生まれ、ここで生活できて心からよかっ

た」と思える「希望と誇りの持てるまちづくり」を目指してまいる決意でございます。 

 市議会、市民の皆様の御理解と御協力を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、平成

１８年度の施政方針といたしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（後藤 憲次君）  市長の施政方針が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．請願・陳情について 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第５、請願・陳情を議題といたします。 

 議会事務局長に請願、陳情の朗読を求めます。 

○事務局長（衛藤 重徳君）  議会事務局長です。それでは、お手元に配付の請願並びに陳情文書

表により朗読をいたします。朗読は、件名、それから請願・陳情者の住所、氏名、それから紹介

議員のみとさせていただきます。 

 なお、氏名の敬称は省略をいたします。 

 まず請願７件について朗読をいたします。 

 受理番号１番、件名、排水路整備に関する請願書、請願者の住所、氏名、由布市庄内町櫟木○

○○番地○、三重野博己、紹介議員、佐藤人巳。 

 受理番号２番、件名、用水路及び護岸の「改良工事」に関する請願、請願者の住所、氏名、由

布市庄内町渕○○○番地、庄内町渕６区自治委員佐藤健一朗外４名、紹介議員、山村博司。 

 受理番号３番、件名、湯布院町で発生する入湯税を当該地域に還元、運用することを求める請

願書、請願者の住所、氏名、由布市湯布院町川上○○○番地、湯布院温泉協会協会長志手淑子外
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１名、紹介議員、太田正美、小林華弥子。 

 受理番号４番、件名、教育基本法の理念を生かし、実効性ある教育改革を求める請願、請願者

の住所、氏名、由布市庄内町大字大龍○○○○番地、大分県教職員組合大分郡支部執行委員長中

和田久、紹介議員、佐藤郁夫。 

 受理番号５番、件名、次期定数改善計画の実施と義務教育費国庫負担制の堅持を求める請願、

請願者の住所、氏名並びに紹介議員は受理番号４番と同じでございます。 

 それから受理番号６番、件名、自主防犯パトロール隊活動に対する助成金交付のお願い、請願

者の住所、氏名、由布市湯布院町下湯平○○○○番地の○、湯布院無線防犯パトロール隊代表幸

野光義、紹介議員、吉村幸治、藤柴厚才、溝口泰章。 

 受理番号７番、件名、佛光寺下のＪＲ久大線踏切拡幅について、請願者の住所、氏名、由布市

湯布院町川北○○○番地の○、荒木自治委員立川哲雄外４名、紹介議員、久保博義、立川剛志。 

 次に、陳情３件について朗読をいたします。 

 受理番号１番、件名、大分郡ゴルフ協会補助金増額に関する陳情書、陳情者の住所、氏名、由

布市挾間町向原○○○番地○、大分郡ゴルフ協会長秦冨隆外１１名。 

 それから受理番号２番、件名、「公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を求める意見

書」提出に関する陳情、陳情者の住所、氏名、東京都港区西新橋○－○○－○○、日本国家公務

員労働組合連合会中央執行委員長堀口士郎。 

 それから受理番号３番、件名、日出生台での米海兵隊の実弾砲撃訓練に関する陳情書、陳情者

の住所、氏名、由布市湯布院町川上○○○○番地の○○、浦田龍次外１名。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  朗読が終わりました。 

 請願受理番号１番から７番までの７件、陳情受理番号１番、２番の２件は、会議規則第

１３４条及び第１３８条の規定により、お手元に配付の請願並びに陳情文書表のとおり、それぞ

れ所管の常任委員会に付託します。 

 お諮りします。陳情受理番号３番については、陳情の趣旨から、日出生台演習場対策特別委員

会に付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤 憲次君）  異議なしと認めます。よって、陳情受理番号３番については、日出生台

演習場対策特別委員会に付託することに決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．報告第１号 

日程第７．承認第１号 
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日程第８．承認第２号 

日程第９．議案第１号 

日程第１０．議案第２号 

日程第１１．議案第３号 

日程第１２．議案第４号 

日程第１３．議案第５号 

日程第１４．議案第６号 

日程第１５．議案第７号 

日程第１６．議案第８号 

日程第１８．議案第１０号 

日程第１９．議案第１１号 

日程第２０．議案第１２号 

日程第２１．議案第１３号 

日程第２２．議案第１４号 

日程第２３．議案第１５号 

日程第２４．議案第１６号 

日程第２５．議案第１７号 

日程第２６．議案第１８号 

日程第２７．議案第１９号 

日程第２８．議案第２０号 

日程第２９．議案第２１号 

日程第３０．議案第２２号 

日程第３１．議案第２３号 

日程第３２．議案第２４号 

日程第３３．議案第２５号 

日程第３４．議案第２６号 

日程第３５．議案第２７号 

日程第３６．議案第２８号 

日程第３７．議案第２９号 

日程第３８．議案第３０号 

日程第３９．議案第３１号 

日程第４０．議案第３２号 
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日程第４１．議案第３３号 

日程第４３．議案第３５号 

日程第４４．議案第３６号 

日程第４５．議案第３７号 

日程第４６．議案第３８号 

日程第４７．議案第３９号 

日程第４８．議案第４０号 

日程第４９．議案第４１号 

日程第５０．議案第４２号 

日程第５１．議案第４３号 

日程第５２．議案第４４号 

日程第５３．議案第４５号 

日程第５４．議案第４６号 

日程第５５．議案第４７号 

日程第５６．議案第４８号 

日程第５７．議案第４９号 

日程第５８．議案第５０号 

日程第５９．議案第５１号 

日程第６０．議案第５２号 

日程第６１．議案第５３号 

日程第６２．議案第５４号 

日程第６３．議案第５５号 

日程第６４．議案第５６号 

日程第６５．議案第５７号 

日程第６６．議案第５８号 

日程第６７．議案第５９号 

日程第６８．議案第６０号 

日程第６９．議案第６１号 

日程第７０．議案第６２号 

日程第７１．議案第６３号 

日程第７２．議案第６４号 

日程第７３．議案第６５号 
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日程第７４．議案第６６号 

日程第７５．議案第６７号 

日程第７６．議案第６８号 

○議長（後藤 憲次君）  次に、本議会に提出されました日程第６、報告第１号平成１８年度財団

法人陣屋の村の事業計画を説明する書類の提出についてから、日程第７６、議案第６８号平成

１８年度由布市水道事業会計予算についてまでの６９件を一括上程します。 

 市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（首藤 奉文君）  それでは、ただいま上程されました諸議案につきまして、提案理由の御

説明をさせていただきますけれども、その前に私からおわびを申し上げます。 

 本定例会におきまして、議案第９号で肉用牛特別導入事業基金条例等の廃止を、また議案第

３４号で基金廃止に関連する優良基礎牛貸付基金条例の制定についての２議案を上程するように

いたしておりましたけれども、担当職員の制度に対する認識不足から、現時点での廃止は困難で

あることが判明いたしました。全員協議会で議員の皆様へ議案の撤回をすることについての事情

を説明をいたしました。先ほど撤回についての御承諾をいただいたところでございます。今後は

このようなことのないよう十分注意してまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りますよ

うよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、各議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

 まず、報告第１号平成１８年度財団法人陣屋の村事業計画を説明する書類の提出について御説

明申し上げます。 

 去る２月２１日に、陣屋の村研究室において、財団法人陣屋の村理事会が開催されまして、事

業計画並びに収支予算が承認されました。これに伴い、地方自治法第２４３条の３第２項の規定

によりまして、財団法人陣屋の村経営状況を説明する書類を議会に提出し、報告するものでござ

います。 

 次に、承認第１号専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。 

 大分県交通災害共済組合に別府市が加入したことに伴い、同組合規約の一部改正を専決処分い

たしましたので、議会に報告し承認を求めるものでございます。 

 次に、承認第２号平成１７年度由布市一般会計補正予算（第１号）について御説明を申し上げ

ます。 

 今回の補正は、職員退職手当組合の納付金に不足が生じ、その不足額を追加するものであり、

地方自治法第１７９条第１項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

 なお、財源といたしまして特別交付税を見込んでおります。 

 次に、議案第１号辺地に係る公共的施設の総合整備計画について御説明を申し上げます。 
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 辺地につきましては、交通条件等に恵まれず、他の地域に比較して生活環境が不利な状況で、

住民の数その他について政令で定める要件に該当する地域となっていまして、今回の合併を機に、

改めて地域の状況の確認を行った結果、由布市内には１５の辺地が存在することになりました。 

 現在の辺地に係る総合計画の状況でございますが、湯布院町と庄内町につきましては、本年度

が５カ年計画の最終年度、挾間町は１６年度から５カ年計画の２年目となっておりまして、策定

に当たっては、挾間町が計画期間中でありましたが、由布市としては計画期間の統一を図った方

が議会審議の上でも、また今後の事業実施に当たっても適当と判断をし、県とも協議の上、平成

１８年度から５カ年計画としたところでございます。今回は市内ですべての辺地について総合整

備計画を策定しておりまして、総合整備計画の議決は優良起債であります辺地債事業を実施する

ための必須条件となっております。このほど法の規定による県との事前協議が終了し、異議なし

との回答をいただきましたので、今回計画案を提案させていただきました。 

 次の議案第２号挾間町敬老年金条例の廃止から、議案第３号庄内町長寿敬老年金条例の廃止、

議案第４号庄内町長寿祝金給付条例の廃止、議案第５号湯布院町敬老年金及び誕生祝金条例の廃

止についてまでの４議案につきましては、旧３町の敬老年金、長寿祝金、誕生祝金を廃止する条

例でございます。 

 敬老年金につきましては、旧町では個人に支給しておりましたが、この制度を見直し、社会福

祉協議会に対して地域支え合い事業や地域支援事業などの事業援助といたしました。特に由布市

地域包括支援センターを社会福祉協議会に委託する中で、日常生活圏域である挾間、庄内、湯布

院の３地域にそれぞれ設置し、保健師３名の派遣や運営経費を提供し、地域福祉の拠点を目指し、

高齢者対策の施策といたしました。 

 一方、長寿祝金、誕生祝金につきましては、敬老祝い品制度に改め、１００歳、米寿、喜寿の

年齢に達した人に由布市内で共通の商品券を商工会より発行、支給し、地域経済の活性化や商工

会、農協等の組織の充実や強化を図るものでございます。 

 次に、議案第６号挾間町身体障害者福祉年金条例の廃止、議案第７号庄内町身体障害者年金条

例の廃止、議案第８号湯布院町障害福祉年金手当条例の廃止についてまでの３つの議案につきま

しては、旧３町の身体障害者福祉年金を廃止する条例でございます。新しい制度といたしまして、

従来の年金受給者に加え、精神福祉手帳保持者も敬老祝品制度と同様に商工会からの市内共通の

商品券で対応し、身障、知障、精神の３障害に対する施策といたしました。 

 次に、議案第１０号由布市ふるさと水と土保全基金条例の廃止について御説明を申し上げます。 

 厳しい財政状況の折から、大分県農林水産部とも協議を行い、ふるさと水と土保全基金を取り

壊し、土地改良事業に充当するものであります。 

 続きまして、議案第１１号由布市長等の給与の特例に関する条例の制定について御説明申し上
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げます。 

 本案につきましては、国の三位一体改革による財政状況のさらなる悪化や、財政改革に対する

市民の思い等を勘案いたしまして、平成１８年４月から平成２１年９月末までの間、私を含め、

助役及び教育長、常勤の特別職及び教育長の給与月額５％の減額措置を行うための特例条例を制

定するものでございます。 

 次に、議案第１２号由布市国民保護協議会条例の制定について御説明を申し上げます。 

 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第４０条第８項に、

市町村協議会の組織及び運営に関し必要な事項は市町村の条例で定めるとの規定により、由布市

におきましても市民の保護のための措置に関する重要事項の審議や由布市国民保護計画を作成す

るために諮問機関として必要であることから条例の制定をお願い申し上げるものでございます。 

 続きまして、議案第１３号由布市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定につ

いて御説明を申し上げます。 

 この条例につきましても、武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律第

３１条に、市町村対策本部に関し、必要な事項は市町村の条例で定めるとの規定により、由布市

においても市民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に的確かつ迅速に対処する必要があること

から、条例の制定をお願いするものでございます。 

 次の議案第１４号由布市下湯平共同温泉条例の制定についてから、議案第１５号由布市乙丸温

泉館条例の制定、議案第１６号由布市湯平温泉事務所条例の制定、議案第１７号由布市乙丸地区

公民館条例の制定、議案第１８号由布市湯平ふれあいホール条例の制定、議案第１９号由布市庄

内口ノ原ふれあい広場条例の制定、議案第２０号由布市挾間ふれあいプラザ条例、議案第２１号

由布市みことピア条例の制定、議案第２２号由布市老人福祉施設条例の制定、議案第２３号由布

市湯布院福祉センター条例の制定、議案第２４号由布市老人福祉センター条例の制定、議案第

２５号由布市湯布院町域における集会所及び自治公民館施設等条例の制定、議案第２６号由布市

陣屋の村自然活用施設条例の制定、議案第２７号由布市長期滞在施設条例の制定、議案第２８号

由布市庄内構造改善センター条例の制定、議案第２９号由布市庄内農産加工センター条例の制定、

議案第３０号由布市庄内特産品販売所「かぐらちゃや」条例の制定についてまでの１７件の議案

につきましては、すべて指定管理者制度に係る条例の制定でございます。 

 地方自治法の改正によりまして、公の施設の管理が従来の管理委託制度から指定管理者制度に

改められた措置に対応したものでございます。今回の指定管理者制度では、この施設の管理権限

を民間企業や団体等を指定して、指定管理者による管理を可能にするための条例改正等でござい

ます。 

 次に、議案第３１号由布市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の制定について御説明申
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し上げます。 

 制度改正に伴いまして精神福祉手帳１級所持者が新たに支給対象に、また入院時の食事を事故

負担とする等の改正がなされたことに伴う条例制定でございます。 

 次に、議案第３２号由布市奨学資金に関する条例について御説明を申し上げます。 

 奨学資金につきましては、旧挾間町の奨学金を引き継ぎ、由布市全域に適用するものでござい

ます。 

 次に、議案第３３号由布市教育奨学資金基金に関する条例の制定についてでございますが、教

育奨学資金基金につきましては、由布市の教育奨学金に充てるためのものでございます。 

 次に、議案第３５号由布市職員の給与に関する条例の一部改正につきまして御説明を申し上げ

ます。 

 これは人事院勧告によります国家公務員給与の地場賃金を反映させるための地域間配分の見直

し及び年功的な給与上昇的な抑制と職務職責に応じた号給構造への転換が主な柱となっておりま

す。本市におきましてもこの人事院勧告に伴い、給料表の切りかえ及び昇給の抑制等の改正を行

うものでございます。 

 続きまして、議案第３６号由布市職員の育児休業に関する条例の一部改正について及び議案第

３７号公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正についてでございます。 

 これは議案第３５号の人事院勧告に伴い、関係条文の一部を改正するものでございます。 

 次に、議案第３８号由布市国民健康保険税条例の一部改正について御説明を申し上げます。 

 国民健康保険税の税率改定につきましては、合併協定項目の調整方針として国民健康保険税に

ついては３賦課方式により合併時に統一を図る。なお、大幅な負担増となる場合については調整

を行うという取り決めの中で、旧庄内町と旧湯布院町で１７年度まで採用しておりました固定資

産税に対する資産割を廃止して、平等割、均等割、それから世帯の所得に応じて算定する所得割

の３賦課方式で税率を統一するよう検討を重ねてまいりました。 

 しかし、各地域の状況を見ますと、国民健康保険税の中で大きなウエイトを占めております所

得割率の格差や医療費につきましても１人当たりの費用額で４万円以上の差が生じておりまして、

一度に統一を図ることは著しく混乱を招くおそれがあり、各々の調整を図りながら、合併特例法

によりまして最長３カ年で各地域における所得割率の不均一を解消し、できるだけ早期に税率の

統一を図り、均一課税に移行させたいと考えておるところでございます。 

 次に、地方税における株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の改正に伴う規定の整備について

でございますが、地方税法の改正に伴います条例の読みかえの案件でございます。 

 次に、議案第３９号由布市介護保険条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 平成１２年に介護保険法が施行され、法附則において、施行後５年後の見直しの規定により介
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護保険法が改正されたところでございます。また、１７年度においては、第２期介護保険事業計

画の最終年度と同時に、第３期介護保険事業計画の策定の年度でございます。策定につきまして

は、由布市介護保険事業計画策定委員会で法改正を踏まえた事業計画の策定をいたしたところで

ございます。 

 以上により、第１号被保険者の第３期介護保険基準額は４,３８７円となります。このことに

伴いまして、段階区分並びに段階別保険料額の変更が必要となります。また、１７年の税制改正

による保険料率の特定を定めるため、由布市介護保険条例の一部改正を提案するものでございま

す。 

 次に、議案第４０号由布市母子家庭医療費助成に関する条例の一部改正につきまして御説明を

申し上げます。 

 制度改正に伴いまして、母子家庭の文言を１人親家庭に改め、新たに父子家庭を加え、１８歳

までの子供を対象とし、入院時の食事が自己負担となる等の一部改正でございます。 

 次に、議案第４１号由布市保健センター条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げ

ます。 

 挾間町の旧保健センターは、これまでは保健のレセプト点検及び会議室等に使用しておりまし

たが、有効利用を図るため本条例の一部改正を提案するものでございます。 

 次に、議案第４２号由布市公民館条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 川西地区公民館の所在地で地番が相違していることが判明したため、この地番の是正を、また

湯布院公民館のロビー使用料で金額の定めがなかったため一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第４３号由布市特別会計条例の一部改正について御説明を申し上げます。 

 久住飯田南部区域広域農業開発事業は、昭和５８年度から昭和６０年度にかけて旧湯布院町の

畜産振興を図る目的により実施されました。事業費に係る借入金を償還する目的で、久住飯田南

部広域農業開発事業特別会計を設置し、その基金の運用等で償還する計画でございましたが、預

金金利等の利率低下に伴い基金が底をつき、現在は一般会計からの繰入金により償還している状

況でございます。このようなことから、由布市久住飯田南部区域広域農業開発事業特別会計を廃

止するための一部改正でございます。 

 続きまして、議案第４４号由布市農業施設条例の一部改正についてでございますが、一部の農

業施設や自治公民館施設を指定管理制度へ移行することに伴いまして、関係する施設を整理統合

するための一部改正でございます。 

 次に、議案第４５号市道の路線認定について御説明申し上げます。 

 最初の路線は、挾間町高崎を通る旧県道別府挾間線の一部延長８４７メートル、幅員４メート

ルの道路を東表北苑線とするものでございます。２つ目の路線は、挾間町来鉢を通る同じく旧県
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道別府挾間線の一部、総延長２８６メートル、幅員４メートルの道路を袋尾無田線とするもので

ございます。 

 以上、２車線につきまして、移管に伴い、市道として認定するものであり、道路法第８条第

２項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第４６号事務の委託協議について、「大分市」から、議案第４７号事務の委託協議

「別府市」、議案第４８号事務の委託協議「杵築市」、議案第４９号事務の委託協議「九重町」

までの４議案について一括して御説明申し上げます。 

 市民の生活経済圏の拡大に対応した新たな広域行政窓口サービスのニーズが求められておりま

す。今回提案するサービスが仕事や学業等で住民登録や本籍のある市町村以外の市町村に来てい

るため、住民登録や本籍のある市役所等に行くことができない住民に対して、住民票の写しや印

鑑登録証明書等が本市や大分市、杵築市、別府市、九重町の広域行政窓口サービスの参加自治体

で受け取ることができる制度でございます。行政区域を超えた本事業の提供を通じ、市民サービ

スの充実を図るものでございます。 

 続きまして、議案第５０号大分県市町村会館管理組合を組織する地方公共団体の数の増減につ

いて、議案第５１号大分県退職手当組合の組織する地方公共団体の数の減少及びこれに伴う同組

合の規約の変更について、議案第５２号大分県消防補償等組合を組織する地方公共団体の数の減

少及びこれに伴う同組合規約の変更について並びに議案第５３号大分県交通災害共済組合規約の

一部改正についてでございますが、この４議案につきましては、市町村合併によりそれぞれの組

合を構成する団体等の数の増減に伴い、同組合規約の一部を変更するものであり、議会の議決を

求めるものでございます。 

 次に、議案第５４号平成１７年度由布市一般会計補正予算（第２号）について御説明を申し上

げます。 

 今回の補正は、平成１７年度の各種事業費の見込みがついたことに伴う補正でございます。補

正予算総額につきましては４億６,０３８万２,０００円を減額して、歳入歳出それぞれ１００億

１９５万５,０００円にするものでございます。 

 まず、補正予算で減額の主なものは、挾間庁舎の議場改修費、ほのぼのプラザ建設工事費、由

布川小学校改造事業費の工事費の決定による減額でございます。また、ラグビー場建設工事につ

きましては、平成１７年度中に優良債の借り入れが無理となりましたので、工事費全額を減額し

て、平成１８年度予算に再度計上いたしております。 

 補正での追加の主なものは、医療扶助費の増嵩による生活保護費、保育園の園舎炎上による由

布川保育園の改築費、国保基盤安定事業の交付決定による一般会計繰り出し金の追加が主なもの

でございます。また、災害復旧事業では、農林、文教の災害復旧事業費の確定に伴い減額となり、
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公共土木施設災害においては追加となっております。その他事業費の組み替えも今回行っておる

ところでございます。 

 次に、議案第５５号平成１７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について御

説明を申し上げます。 

 今回の予算編成につきましては、平成１７年度における支出確定、または歳出の確定について

の予算編成をいたしております。 

 歳入歳出予算の総額は１９億９,７５３万２,０００円で、今回の補正額は９,６９４万

９,０００円でございます。 

 歳入の主なものについて御説明を申し上げます。 

 まず、国庫負担金１００万３,０００円の増額、国庫補助金１億２,０６２万１,０００円の増

額、療養給付等交付金２,４０４万８,０００円の増額、県負担金５４万７,０００円の増額、県

補助金１億６５４万５,０００円の減額、共同事業交付金１,５２３万６,０００円の増額であり、

補正の状況は交付決定に伴うものでございます。 

 その他では、一般会計からの繰入金と諸収入の事業実績に伴う増額補正でございます。 

 次に、歳出を御説明申し上げます。今回の補正につきましては、支出の確定並びに支出見込み

に対する増減の補正でございます。 

 主なものについて御説明を申し上げます。総務費１０３万円の増額、保険給付費１,５７６万

円の増額、保健事業費１８６万２,０００円の減額につきましては、支出見込みに対する補正で

あり、共同事業拠出金１９万９,０００円の増額、諸支出金３６６万６,０００円の増額について

は、支出額の決定に伴う補正であります。予備費の増額につきましては、各種交付額の決定、不

用額の減額補正によるものでございます。 

 続きまして、議案第５６号平成１７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第１号）について

御説明を申し上げます。 

 今回の補正は歳入歳出ともに５,０４７万２,０００円を減額し、予算総額は１５億５,５５４万

８,０００円といたしました。 

 主な歳出について御説明を申し上げますと、介護サービス等諸費の減額により、介護給付費を

５,０３３万７,０００円減額いたしました。 

 次に、議案第５７号平成１７年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について御

説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、湯平簡易水道事業の完成に伴う３,７２７万６,０００円の減額でご

ざいまして、歳入歳出総額それぞれ２億５,３０３万７,０００円とするものでございます。 

 次に、議案第５８号平成１７年度由布市水道事業会計補正予算（第１号）について御説明を申
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し上げます。 

 今回の補正の主なものは、収益的予算では、挾間取水所の取水ポンプの故障に伴う修繕費と電

算システム委託料の発生による組み替えであり、歳入歳出それぞれ３億１,０１１万１,０００円

とするものであり、資本的予算では、合併時工事請負費の予算誤謬による減額と企業費の減額で

ございます。 

 続きまして、議案第５９号平成１８年度由布市一般会計予算について、その概要の御説明を申

し上げます。 

 国の平成１８年度予算における概算要求基準においては、歳出改革路線を堅持強化し、従来に

も増して歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、歳出の抑制と予算配分の重点化、効率化によ

り、基礎的財政収支の改善を図り、国債発行額も極力抑制することを基本方針として、公共投資

関係費及び裁量的経費については、前年度比でマイナス３％以下に抑制することとしております。 

 こうした中で、由布市の平成１８年度の当初予算編成は誕生後初めての通年予算であり、合併

協議会における協定項目でもございます住民サービスは高く、料金は安くという条件のもと、ま

た行財政改革元年として大変厳しい予算編成となりました。 

 まず、歳入では三位一体の改革による税制改革で、わずかな市税の増収が期待できるものの単

位費用の見直しによる地方交付税の減額、さらには税源移譲に結びつく各種国庫補助金、負担金

の減額によって大幅な減収となる見込みでございますが、旧３町の平成１７年度当初予算額と比

較しますと若干の伸びとなっております。 

 次に、歳出では公債費が依然とした高水準にあり、少子高齢化による扶助費の増加も見込まれ、

さらに国保、老人、介護の特別会計に対する繰り出し金が増加する一方、新市の一体感の情勢と

均衡ある発展のため由布市建設計画に位置づけた施策を着実に推進する必要があることから、一

段と厳しい財政運営を強いられることになりました。このため、平成１８年度の予算編成に当た

りましては、国、県の動向などを十分に見きわめながら財政の健全性を堅持するため、市税等の

一般財源の確保に努めつつアウトソーシングや指定管理者制度の活用、既存の事務事業の見直し

により歳出を抑制するとともに、予算の重点的、効果的な配分に努めることを基本に予算編成に

取り組みました。このようなことから、平成１８年度由布市一般会計予算の歳入歳出の総額は

１４５億８,４００万円となっております。旧３町の１７年度当初予算及び肉づけ予算合計と比

較して、２.９％の伸びとなっております。 

 まず、会議費では議員報酬等の経費で１億８,０５９万７,０００円を計上し、歳出総額に占め

る構成比は１.２％となっております。 

 次に、総務費では自治員報酬、三役等の人件費、電算機保守委託料、戸籍事務費等が主なもの

で２２億４,１１９万２,０００円を計上し、歳出総額に占める構成比は１５.４％であります。 
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 次に、民生費では生涯福祉費や児童福祉費に対する経費、生活困窮者に対する保護費、母子医

療経費や保育所運営費、老人に生きがいと健康づくりを推進する地域支え合い事業費、国保、老

人、介護保険への各特別会計繰り出し金が主なもので４１億２,０９０万９,０００円を計上し、

歳出総額に占める構成比は２８.３％となっております。 

 次に、衛生費では市民の健康保持と疾病の早期発見を推進する各種検診事業や老人保健事業を

初め、自然環境保全のための小型合併浄化槽設置補助金、その他由布・大分環境衛生組合負担金、

上水道及び簡易水道事業、健康温泉館事業、農業集落排水事業の各特別会計繰り出し金が主なも

ので１４億４,４２０万円を計上し、歳出総額に占める構成比は９.９％となっております。 

 次に、労働費では高齢者の就業を補助するための運営費で７３８万６,０００円を計上し、歳

出総額に占める構成比は０.１％となっております。 

 次に、農林水産事業費では農業基盤の整備、集落営農推進に係る経費、林道整備事業等が主な

もので１１億８,５００万８,０００円を計上し、歳出総額に占める構成比は８.１％となってお

ります。 

 次に、商工費では、商工会補助金、街並み景観整備事業費、観光協会補助金、祭り事業補助金

等で１億３,８６５万８,０００円を計上し、歳出総額に占める構成比は１％となっております。 

 次に、土木費では市道の維持補修費、道路新設改良費、公共下水道事業特別会計繰り出し金等

が主なもので８億６,３９１万５,０００円を計上し、歳出総額に占める構成比は５.９％となっ

ております。 

 次に、消防費では消防団員の報酬、由布市消防署の常備経費等で６億９,０６９万３,０００円

を計上し、歳出総額に占める構成比は４.７％となっております。 

 次に、教育費では教育委員会費、小中学校の管理経費及び情報教育に係る教育振興経費、生涯

学習推進経費、幼稚園運営費、公民館運営費、体育施設整備費等が主なもので１５億１,８２２万

３,０００円を計上し、歳出総額に占める構成比は１０.４％となっております。 

 次に、公債費では、元金及び利子の償還金で２０億７,３８７万６,０００円を計上し、歳出総

額に占める構成比は１４.２％となっております。 

 なお、地方自治法第２１７条の定める予備費として２,０００万円を計上しております。 

 以上の歳出に充当する財源といたしましては、まず自主財源は５１億２１万７,０００円で、

歳入総額に占める割合は３５％となっております。 

 その主なものを申し上げますと市税では３５億５,８８２万４,０００円、分担金負担金で６億

２,９３７万３,０００円、使用料及び手数料２億４,０７８万３,０００円、繰入金４億３５４万

６,０００円、繰越金１億５,０００万円でございます。 

 次に、依存財源総額は９４億８,３７８万３,０００円、歳入総額に占める割合は６５％となっ
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ております。主なものを申し上げますと、地方譲与税で５億２０７万７,０００円、地方消費税

交付金３億５,３００万円、地方交付税４５億４１万９,０００円、国庫支出金１１億９,７７９万

５,０００円、市債１７億２,０２０万円等を措置し、歳入及び歳出の均衡を図ったところでござ

います。 

 次に、議案第６０号平成１８年度由布市国民健康保険特別会計予算について御説明を申し上げ

ます。 

 今回の予算編成につきましては、平成１７年度実績見込みを根拠に編成いたしております。歳

入歳出の予算の総額は３２億４,００４万１,０００円であります。 

 歳入の主なものについて御説明をいたしますと、まず国民健康保険税は８億７,９００万

５,０００円で、全体の２７％でございます。 

 次に、国庫負担金でございますが７億７,６８２万６,０００円、国庫補助金２億５９５万

２,０００円で、国庫支出金として全体の３０％でございます。 

 また、療養給付等交付金６億７,５８０万６,０００円で、全体の２１％となっております。 

 次に、県負担金ですが１,０１２万円、県補助金１億５,７８５万円で、県支出金として全体の

５％となっております。 

 その他の歳入では、高額医療費、共同事業交付金並びに保険基盤安定繰入金、財政安定化支援

事業繰入金等の一般会計よりの繰入金と基金の取り崩しによる繰入金となっております。 

 次に、歳出を御説明申し上げます。 

 主な支出としては、連合会を通して支払う保険給付費２０億８,９５２万８,０００円、その他

の療養諸費で２億２,６２２万７,０００円、老人医療費等の負担金としての拠出金６億

３,６６７万５,０００円、合わせて２９億５,２４３万円で、歳出予算総額の約９１％を占めて

おります。 

 また、国保加入者で２号被保険者の介護納付金として１億８,９１２万、高額医療費に対する

保険金として高額医療費共同事業拠出金４,０４８万１,０００円、各種保険事業として

２,１７１万２,０００円、その他の歳出として基金積立金等で３,００７万円を計上いたしまし

た。 

 次に、第６１号議案平成１８年度由布市老人保健特別会計予算について御説明を申し上げます。 

 歳入歳出の総額はそれぞれ４８億５,５０４万１,０００円でございます。 

 歳出の主なものといたしまして、医療給付費が４７億６,５００万円で、歳出総額の９８.１％

を占めております。その財源といたしまして、支払い基金交付金２５億９,５６３万４,０００円、

国庫負担金１５億６２６万６,０００円、県負担金３億７,６５６万６,０００円、一般会計繰入

金として３億７,６５６万８,０００円計上しております。 
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 次に、議案第６２号平成１８年度由布市介護保険特別会計予算案について御説明を申し上げま

す。 

 予算編成の基本方針といたしましては、第３期事業計画に基づき円滑かつ適正な介護保険サー

ビスの提供及び保険運営に図るための予算を計上いたしました。その結果平成１８年度の歳入歳

出予算の総額は２７億５,８９６万７,０００円となっております。 

 主な歳出について御説明申し上げますと、介護サービス等、諸費等として、保険給付費に

２６億５,２８９万４,０００円、新規事業の介護予防事業費として地域支援事業費に５,３０６万

１,０００円を計上いたしました。 

 次に、議案第６３号平成１８年度由布市簡易水道事業特別会計予算について御説明を申し上げ

ます。 

 簡易水道事業につきましては、平成１８年度特別会計歳入歳出予算の収益的収入及び支出の総

額をそれぞれ２億２,４１６万と定めさしていただきました。 

 歳出では、工事請負費２,７００万円と公債費１億２,１７３万２,０００円及び維持管理費に

伴う費用が主なものであり、歳入の財源として水道使用料の１億２,０４８万円と一般会計繰入

金の９,５０９万７,０００円が主なものでございます。 

 続きまして、議案第６４号平成１８年度由布市公共下水道事業特別会計予算について御説明を

申し上げます。 

 歳出では、元金と償還金、利子を含めて１,５６６万２,０００円です。 

 歳入では、一般会計より繰入金となっております。 

 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１,６４９万７,０００円と定めました。 

 次に、議案第６５号平成１８年度由布市農業集落排水事業特別会計予算について御説明を申し

上げます。 

 今回の歳入歳出予算の総額は１億１,２５１万２,０００円で、歳入の主なものは一般会計繰入

金が８,５８１万５,０００円、基金繰入金が３９０万６,０００円、使用料が１,９９３万

８,０００円となっております。 

 歳出では、事業に伴う一般管理費が１,２４７万２,０００円、維持管理費が２,１９３万

５,０００円、公債費が７,７６０万５,０００円となっております。 

 続きまして、議案第６６号平成１８年度由布市湯布院健康温泉館事業特別会計予算について御

説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４,８７８万８,０００円と定めるものでございま

す。 

 歳入の主なものといたしまして、健康温泉館収入２,７６８万８,０００円、繰入金１億
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２,１１０万円でございます。 

 歳出の主なものといたしましては、健康温泉館費６,１８７万８,０００円、公債費８,５８０万

８,０００円、予備費１１０万２,０００円でございます。 

 次に、議案第６７号平成１８年度由布市公共用地先行取得事業特別会計予算について御説明申

し上げます。 

 歳入歳出の総額はそれぞれ３９２万２,０００円で、平成８年度に公共用地先行取得債で購入

した向之原駅隣接駐車場用地の返済予算であり、平成１８年度に完済予定でございます。 

 最後に、平成１８年度由布市水道事業会計予算について御説明を申し上げます。 

 水道事業につきましては、平成１８年度特別会計歳入歳出予算の収益的収入及び支出の総額を

それぞれ給水収益の前年度より９.２％減による見込みにより５億２,８２０万２,０００円と定

めさせていただきました。また、資本金収入総額を１,７０５万９,０００円、支出総額２億

６０７万２,０００円とし、収入額が支出額に対し不足する額１億８,９０１万３,０００円は、

建設改良積載金５,０００万円、減債積立金３,０００万円、過年度分損益勘定留保資金１億

９０１万３,０００円より補てんするものでございます。 

 以上で、提案理由の説明を終わらしていただきます。 

 何とぞ、慎重御審議の上、御協賛賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（後藤 憲次君）  市長の提案理由の説明が終わりました。 

 詳細説明を受ける前に修正がありますので、暫時休憩をし、修正が終わり次第また再開をいた

します。 

 暫時休憩します。 

午後０時15分休憩 

……………………………………………………………………………… 

○総務部長（三ケ尻隼人君）  総務部長でございます。再開の前にお手元に休み時間といいますか、

休憩時間を利用いたしまして議案書をお配りしております。議案の第１７号、続きまして議案第

２０号、議案第２２号、議案第２５号、議案第３２号、議案第３３号、議案第３５号、以上の議

案につきまして、朝ほど正誤表をお配りしましたが、それに基づきまして訂正をいたしてござい

ます。お手元のと差しかえをお願いいたしたいと思っております。 

 それから、一般会計補正予算の関係の正誤表の関係でございますが、これも朝ほどお配りして

おりますが、正誤というような形で数字を書かれたものをお配りしております。これにつきまし

ては、財政課の方で急遽、今、調整をしておりますので、それが、調整ができましたら、また皆

さんの方にお配りを、差しかえをいたしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

大変御迷惑かけました。 
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……………………………………………………………………………… 

午後１時30分再開 

○議長（後藤 憲次君）  再開いたします。 

 これより、ただいま上程されました各議案について詳細説明を求めます。 

 まず、日程第６、報告第１号平成１８年度財団法人陣屋の村の事業計画を説明する書類の提出

について説明を求めます。どうぞ。 

○農政課長（平野 直人君）  農政課長の平野です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 報告第１号平成１８年度財団法人陣屋の村の事業計画を説明する書類の提出について、地方自

治法第２４３条の３第２項の規定により、財団法人陣屋の村の事業計画を説明する書類を次のよ

うに提出をする。 

 １、財団法人陣屋の村事業計画書。１、平成１８年度財団法人陣屋の村収支予算書でございま

す。 

 １ページをお開きください。２月の２１日に陣屋の村の理事会がございまして、その事業計画

等の議題が提案されまして、議決を行っております。佐藤健治陣屋の村理事長より提出があって

おりますんで、中身の御説明を申し上げます。 

 陣屋の村は、自然環境を活用して農業体験、その他の都市と農村の交流ということを主に推進

をして陣屋の村はできたものでございます。 

 で、今年度は指定管理者制度に移行いたしますものですから、８月３１日まで４月から５カ月

間の事業計画が提出をされております。で、１ページから２ページにまたがりますところの１番

から７番までの事業を主にやっているものでございまして、具体的には都市住民に対する農業体

験ということで、陣屋の村から約１キロ程度離れております茅場というところでふれあい農園を

開設をしております。このふれあい農園は、それぞれ小屋つきが２０区画、普通の農園が５５区

画、それから、身障者を対象とした棚式の農園が１５区画ございまして、ほぼ満杯で推移をして

いるところでございます。それから、作付講習会等、営農指導員が行きまして、それぞれの皆さ

んに指導しているところでございます。 

 次に、学童を対象とする作物の栽培管理の学習指導ということでございまして、各幼稚園や小

学校に芋の苗を配付をしまして、現場では農園を開放して幼稚園、保育園等の体験、農業体験を

さしているところでございます。 

 次に、植物等の観察指導及び自然森林愛護指導の啓発ということで土の子少年団や緑の少年団

活動を支援をしているところでございます。 

 ２ページ目にいきまして、農産加工等の研究ですが、これは農政課とともに行うということで

ございます。 
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 それから、地域特産品の開発と振興ということで、陣屋の村の童里夢館の下の方に陶芸教室あ

るいは織物教室というものを開設をしているところでございます。で、主たる目的である地域の

活性化ということで、陣屋の村に藤棚があるわけでございまして、まあ、そういう時点ではそれ

ぞれのイベントを行っているということでございます。 

 次の都市と農村の交流の拠点となる受託施設の管理運営でございます。陣屋の村の中で収益源

になるのは、この童里夢館という宿泊施設が主なものでございまして、そこで収益が発生をして

いるわけでございます。平成１７年には約１,２００万円ぐらいの赤字額を見込まれているとこ

ろでございます。それぞれ役職員一丸となって努力はしてまいっておるんですけれども、社会情

勢の関係もございましてなかなか利用者が減少しているということでございます。 

 で、次の収支予算でございますが、事業収入がそれぞれ総計４,３７５万６,０００円を見込ん

でおります。それに対して支出の方ですけども、事業費から借入返済金含めまして４,３７５万

６,０００円ということで計画をしております。 

 次に、借入金ですが、次の２ページ目をお開きください。一時借入金を１,７００万円とする

と。 

 それから、資産の運用ですが１から２に例規してるとおりでございます。収支予算の明細につ

きましては、皆さん御一読していただければよろしいかと思います。当面、先ほども申し上げま

したように指定管理者制度に移行するということでございまして、５カ月間の事業計画を上げて

理事会では議決を得たということでございますんで、報告をいたします。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第７、承認第１号専決処分の承認を求めることについて「大

分県交通災害共済組合規約の一部改正」について説明を求めます。 

○総務部長（三ケ尻隼人君）  総務部長でございます。 

 承認第１号専決処分の承認を求めることについての詳細説明を申し上げます。 

 地方自治法第１７９条の第１項の規定によりまして、専決処分をいたしましたので御承認をお

願い申し上げる次第でございます。 

 次ページ目をお願いいたします。平成１８年の２月１日付で別府市が交通災害共済組合の加入

ということに相なりました。それによりまして、組合規約の変更が生じたためでございます。 

 ２ページ目の裏面に別記というような形で掲げてございますが、変更後で別府市が加入したと

いうことでございます。現行は１８市町でございましたが、変更後は１９の市町で構成というこ

とになっております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第８、承認第２号専決処分の承認を求めることについて「平

成１７年度由布市一般会計補正予算（第１号）」について説明を求めます。 
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○財政課長（米野 啓治君）  承認第２号専決処分の承認を求めることについてでございます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成１７年度由布市一般会計補正予算（第１号）

を別紙のとおり先決したので、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求めるものでござい

ます。 

 一番最後の６ページをお開きください。これにつきましては、総務課の方より共済組合の納付

金が足りないということを言われまして、何が足りないかと聞きましたらボーナス分で納付金の

分を計算されてなかったので追加をお願いしますということでございます。それで、総務管理費

の中の一般管理、それから老人ホーム、それから小松寮、それから消防署について共済組合納付

金を追加いたしております。 

 それで、歳入といたしましては、県に特別交付税の最終的な見込みをお聞きしましたら何とか

これくらいまだあるようにございましたので、特別交付税を財源として充てております。 

 それで、由布市一般会計の本予算に５,２４０万６,０００円を追加いたしまして、歳入歳出そ

れぞれ１０４億６,２３３万７,０００円とするものでございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第９、議案第１号辺地に係る公共的施設の総合整備計画につ

いて説明を求めます。どうぞ。 

○総合政策課長（野上 安一君）  総合政策課長でございます。 

 議案第１号辺地に係る公共的施設の総合整備計画について、辺地に係る公共的施設の整備のた

めの財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定により別紙のとおり整備計画を定める

ことについて議会の議決を求める。平成１８年３月２日提出、由布市長。 

 提案理由、交通条件等に恵まれない辺地地区の公共的施設の整備計画を定め、計画的に推進す

るため国から財政上の特別措置を受けるためでございます。 

 内容につきましては、以下各地区ごとに掲載をしております。この計画につきましては、平成

１８年から２２年の５年間の計画をお願いしてるとこでございます。今回の計画につきましては、

市全体で１５地区の辺地地域として決定をしておるとこでございます。内訳につきましては湯布

院町が５地区から３地区に、庄内町は７地区から２地区廃止で、地区の修正等ございまして、総

体では７地区、挾間町が３地区から５地区にと、市全体で１５地区になったわけでございます。

全体的な変更の要因につきましては、地域の人口の増減、あるいは生活基盤の整備が進んだとこ

ろ、あるいは合併によりまして生活環境の変化等によるものでございます。 

 この辺地計画につきましては、５年ごとに見直しを議会の議決を求めるものでございますが、

庄内町と湯布院町につきましては１８年度が見直し年度でありましたが、挾間町におきましては

１６年に見直しをし、２年目でありましたが、合併等によりまして統一を図るべきというふうな
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判断をいたしまして、大分県と協議をいたしまして、今年度統一化を図ったわけでございますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

 これらにつきましては、限られた事業でございまして、限られた辺地地域に公共的な施設整備

の事業を行うということで電灯の整備、あるいは道路整備、飲用水の整備等の整備を行うために

有利なこの起債を使っての事業でございます。 

 事業のそれぞれの１５地区の内容につきましては、お手元の資料をごらんいただければという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第１０、議案第２号挾間町敬老年金条例の廃止について、日

程第１１、議案第３号庄内町長寿敬老年金条例の廃止について、日程第１２、議案第４号庄内町

長寿祝い金給付条例の廃止について、日程第１３、議案第５号湯布院町敬老年金及び誕生祝金条

例の廃止についての以上４件については、同一理由により条例の廃止であり一括して説明を求め

ます。どうぞ、福祉事務所長。 

○健康福祉事務所長（今井 干城君）  議案第２号挾間町敬老年金条例の廃止についてより議案第

５号までにつきましては共通しておりますので、一括して御説明を申し上げたいと思います。 

 この４議案につきましては、これまで旧３町で支給しておりました敬老年金等を廃止する条例

でございます。 

 まず、敬老年金につきましては、該当する個人に支給しておりましたが、この制度を見直しさ

せていただきまして社会福祉協議会への地域支え合い事業や地域支援事業などの事業補助といた

しました。また、４月に設置を予定しております地域包括支援センターを社会福祉協議会に委託

し、日常の生活圏域であります旧挾間町、旧庄内町、旧湯布院町のそれぞれの地区に設置をいた

しまして、保健師３名を派遣し、そういうことをすること、派遣するなどしまして、地域福祉の

拠点を目指す高齢者対策の施策といたしました。 

 また、長寿祝金、誕生祝金、長寿祝金給付につきましては、敬老祝金制度に改めまして

１００歳、米寿８８歳、喜寿７７歳を迎えた方々に由布市内のみで使用できます共通の商品券を

商工会との協議によりまして発行し、それを支給することによりまして地域経済の活性化や商工

会、あるいは農協などの組織の自立や強化をあわせて図るものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第１４、議案第６号挾間町身体障害者福祉年金条例の廃止に

ついて、日程第１５、議案第７号庄内町身体障害者年金条例の廃止について、日程第１６、議案

第８号湯布院町障害福祉年金手当条例の廃止についての以上３議案につきましては、同一理由に

よる条例の廃止であり一括して説明を求めます。どうぞ。 
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○健康福祉事務所長（今井 干城君）  議案第６号挾間町身体障害者福祉年金条例の廃止について、

これより８号までにつきましても共通しておりますので一括して御説明をさせていただきたいと

思います。 

 この３議案につきましては、これまで旧３町で支給してきました身体障害者福祉年金を廃止す

る条例です。新たらしい制度としまして、これまでの、従来の年金受給者に加えまして精神障害

者、保健福祉手帳を持参している方々についても対象とするようになりまして、これを敬老祝金

制度と同様に商工会の市内共通の商品券によりまして、身体障害、それから知的障害、精神障害

者の方々に対する施策といたしました。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第１７は削除です。 

 日程第１８、議案第１０号由布市ふるさと水と土保全基金条例の廃止について説明を求めます。

どうぞ。 

○産業建設部長（後藤  巧君）  産業建設部長です。 

 議案第１０号由布市ふるさと水と土保全基金条例の廃止について御説明をいたします。 

 この条例につきましては、平成６年に県の指導によりまして旧３町が設置をいたしました基金

でございます。で、その以降、旧３町ともほとんど活用していないということでございますので、

一応今回この条例を廃止するものでございます。 

 以上です。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第１９、議案第１１号由布市長等の給与の特例に関する条例

の制定について説明を求めます。総務部長。 

○総務部長（三ケ尻隼人君）  総務部長でございます。 

 議案第１１号由布市長等の給与の特例に関する条例の制定についての詳細説明を申し上げます。 

 裏面をお開きください。由布市長等の給与の特例に関する条例、第１条、平成１８年４月１日

から平成２１年９月３０日までの間、次条において特例期間ということになっておりますが、２、

支給する市長、助役、収入役の給料に限り、由布市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条

例第５条の規定にかかわらず、同条の規定を適用した場合にそのものに支給することとなる額か

ら当該額に１００分の５を乗じて得た額を減じた額を支給するということでございます。 

 次に、教育長の給料の支給に関する特例でございます。第２条で特例期間に支給する教育長の

給料に限り由布市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例第２条の規定にかかわらず、

同条の規定を適用した場合にそのものに支給することとなる額から当該額に１００分の５を乗じ

て得た額を減じた額を支給するということでございます。 

 一般職につきましても人事院勧告に基づきまして今回条例改正をお願いしてございます。一般



- 45 - 

職の場合、新しい給料表に移行することに伴いまして、１％から約７％程度の削減がございます。

また、国の三位一体改革による交付税や補助金の削減によります依存財源の減少等により、市の

財政状況は非常に厳しい状況でございます。このようなことから行財政改革大綱を策定する前で

はございますが、市長、助役及び教育長の給料月額を５％削減することで行財政改革の実現に向

けての姿勢をあらわすものでございます。 

 削減の期間につきましては、先ほど申し上げましたように２１年の９月末でございます。全体

では、期末手当には反映いたしませんが、年間で１２２万円ほどの削減となります。２１年の

９月までですと約４３０万円程度の削減ということに相なります。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第２０、議案第１２号由布市国民保護協議会条例の制定につ

いて及び日程第２１、議案第１３号由布市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制

定についての２議案は関連がありますので、一括して説明を求めます。総務部長。 

○総務部長（三ケ尻隼人君）  総務部長でございます。 

 議案第１２号と議案第１３号につきましては関連がございますので一括して詳細の説明を申し

上げます。 

 まず、議案第１２号由布市国民保護協議会条例の制定についてでございます。 

 提案理由といたしましては、由布市における市民の保護のための措置に関する重要事項を審議

するとともに、国民保護計画を作成するための諮問機関を設置する必要があるためということで

ございます。御案内のように我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した場合等、我が国の平

和と独立並びに国民の安全の確保に関する法律などの有事関連法案三法、つまり事態対処法でご

ざいますが、平成１５年６月に成立をいたしまして、これを受けまして国民保護法案の検討に入

りまして、平成１６年６月１４日に参議院で可決成立をいたしてございます。これを受けまして、

地方公共団体におきましても住民の生命、財産を保護するための措置が求められておりまして、

そのためには市の国民保護計画を定めなければなりません。その計画策定のため広く住民の方々

の意見をいただくため本協議会条例を制定をいたしたいということでございます。 

 裏面をお願いいたします。まず、目的、第１条でございますが、これにつきましては、組織及

び運営に関しまして必要な事項は市町村条例で定めるということになっておりますんで、目的を

掲げてあります。 

 次に、委員及び専門委員ですが、第２条で協議会の委員の定数は３０人以内とする。 

 それから、協議会に専門委員をおくことができますんで、専門委員は当該専門の事項に関して

調査が終了したときは解任されるものとするというような形になっております。 

 第３条では会長の職務代理ですが、会長に事故ある時はあらかじめ指名するその委員が職務を
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代理するということでございます。 

 会議につきましては第４条で、協議会の会議は会長が招集し、その議長となるということで、

協議会には過半数の出席が必要でございます。また、協議会の議事は出席した委員の過半数でこ

れを決し、可否同数のときは議長の決するところによるということになってございます。 

 次に、監事で第５条ですが、協議会には監事３０人以内を置くということであります。これに

つきましては、委員の属する期間の職員のうちから市長が任命をいたします。なお、協議会の所

掌事務については、委員及び専門委員を補佐するというようなことになっております。 

 第６条では、部会を置くことができるということで、それぞれ委員または専門委員による部会

を立ち上げていきたいと考えております。 

 次に、議案第１３号の由布市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定でござい

ます。これにつきましては、提案理由といたしまして武力攻撃事態等における市民の安全に重大

な影響を及ぼす緊急事態に的確かつ迅速に対処する必要があるためということでございます。 

 次ページをお願いいたします。目的でございますが、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産

を保護するために、例えば住民の避難や避難住民の救護、それから武力攻撃災害への対処をいた

すために国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の条例を定めたいということが目的でござ

います。 

 組織につきましては、第２条で国民保護対策本部長、これにつきましては市長が当たるという

ことになっております。 

 次に、２項の国民保護対策副本部長につきましては、市長が指名するものが副本部長になると

いうことになってございます。 

 ３項の国民保護対策本部委員につきましては、市におきましては国に倣いまして助役、教育長、

消防長、それから市の職員のうちから市長が任命するものというような、そういう方々が当たる

ということになっております。 

 次に、４項の国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか必要な職員を置くことが

できるということになっておりますが、この職員につきましては市長が任命するというような形

になっております。 

 ３条の会議につきましては、情報交換や連絡調整を円滑に行うために必要に応じて会議を招集

するということでございます。 

 それから、２項の本部長は法第２８条第６項の規定により、本部員以外の方に出席を求めると

いうことですが、これは必要に応じまして市職員以外の方を会議に出席していただくというよう

な形のものでございます。 

 第４条では、国民保護対策本部に部を置くことができるということで、部に属するべき本部員
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は本部長が指名するというような形になってございます。 

 第５条では、現地対策本部ですが、市の対策本部の事務の一部を行う組織として、現地対策本

部を置くことができるということの内容でございます。 

 次に、第６条でありますが、これは国民保護対策本部に関し必要な事項は本部長が定めるとい

うことです。 

 第７条の準用でございますが、これは先ほど述べました第２条から第６条までの規定は由布市

緊急対処事態対策本部について準用するということでありまして、まあ、武力攻撃の手段に準ず

る手段を用いて多数の人を殺傷する行為や明確に危険が切迫していると認められるときに至った

場合は、市として緊急に対応が必要になろうかと思います。そのときにこの対策本部を設置する

ということでありまして、これは準用でございますので、２条から６条につきましては国民保護

対策本部を読みかえて緊急対処事態本部にするというようなことでございます。 

 以上で、よろしくお願いいたします。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第２２、議案第１４号由布市下湯平共同温泉条例の制定につ

いてから日程第３８、議案第３０号由布市庄内特産品販売所「かぐらちゃや」条例の制定につい

てまでの１７議案については、市が設置する公の施設に指定管理者制度の導入を可能とするため

の条例整備であり、同一理由のため一括して説明を求めます。どうぞ。 

○行財政改革室長（相馬 尊重君）  行財政改革室長でございます。 

 それでは、議案第１４号由布市下湯平共同温泉条例の制定についてから議案第３０号由布市庄

内特産品販売所「かぐらちゃや」条例の制定についてまでの１７議案について一括して詳細説明

を行います。 

 まず、１７議案すべてに共通する事項から御説明いたしますので、議案第１４号下湯平共同温

泉条例の制定についてをごらんください。この１７件の条例制定につきましては、地方自治法第

２４４条の２第３項の規定に基づき、それぞれの施設について指定管理者による管理を可能にす

るための条例整備を行うものでございます。 

 具体的には、次の３つの事項を設置条例に規定するものでございます。まず、１番目として、

指定管理者に施設の管理を行わせることができる旨の規定。２番目としまして、開館時間や休館

日、硫黄の制限など管理の基準に関する規定。３番目といたしまして、指定管理者が行う管理業

務の範囲について規定するものでございます。 

 この１４号の条例案をごらんください。この下湯平温泉条例では、第６条が一番目の指定管理

を行わせることができる旨の規定に当たるものになります。 

 次に、第４条、第５条、それから第８条から第１３条までについてが、２番目の開館時間など

管理の基準に関する規定に当たるものでございます。 
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 次に、第７条が３番目の指定管理者が行う管理業務の範囲を規定するものでございます。 

 以上のように、１７議案すべてについてこの３つの事項に関する規定を加える形で条例整備を

行うものでございます。 

 次に、議案第１７号由布市乙丸地区公民館条例の制定についてをごらんください。由布市にお

きましては、指定管理者の指定に関する事務処理要綱を定めまして、その中で指定の期間を原則

として４年間とするように定めております。 

 この議案第１７号の由布市乙丸地区公民館を初め、議案第１８号の湯平ふれあいホール、議案

第２２号の由布市老人福祉施設、さらに議案第２５号の由布市湯布院町域における集会所及び自

治公民館施設、この４つの条例にかかわる施設につきましては、主に自治公民館として活用され

てる施設でございます。そういった関係から指定期間を１０年間を超えない範囲内で定めること

ができる旨の規定を加えております。この乙丸地区公民館条例では、第４条にこの旨の規定を加

えております。同じように、先ほど申し上げました議案１８号、議案２２号さらに２５号、この

４つの条例につきましても同じ旨の規定を加えております。 

 次に、議事日程の２ページ、３ページをごらんいただきたいと思います。この１７件の議案の

うち、議案第２０号の由布市挾間ふれあいプラザ、議案第２１号の由布市みことピア、そして議

案第２８号の由布市庄内構造改善センター、この３施設につきましては、現在市の直営で管理を

しているものを指定管理者制度に基づく管理委託に移行させることを可能にするためのものでご

ざいます。その他の１４件の議案にかかわる施設につきましては、現在既に委託管理契約により

まして、公共的団体等に管理委託しているものを地方自治法の改正に伴う経過措置期間３年間が

満了することに伴いまして、指定管理者制度に基づく管理委託に変更することを可能にするため

のものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第３９、議案３１号由布市重度心身障害者医療費の支給に関

する条例の制定について説明を求めます。所長。 

○健康福祉事務所長（今井 干城君）  議案第３１号由布市重度心身障害者医療費の支給に関する

条例の制定について詳細説明を申し上げたいと思います。 

 これにつきましては、大分県重度心身障害者医療費給付事業費補助金交付要綱並びに重度心身

障害者医療費の支給に関する条例準則が改正されました。これにあわせまして全部改正を行うも

のでございます。主な改正点につきましては、次のページを開けていただきたいと思いますけれ

ども、第２条第１項の３、括弧３になっておりますけれども、この中にありますように、精神障

害者保健福祉手帳１級該当者、この方が新たに支給の対象になったということでございまして、

それに加えまして、入院に伴う食費は自己負担となりました。そういうものでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第４０、議案第３２号由布市奨学資金に関する条例の制定に

ついて及び日程第４１、議案第３３号由布市教育奨学資金基金に関する条例の制定についての

２議案は関連がありますので一括して説明を求めます。教育次長。 

○教育次長（後藤 哲三君）  教育次長です。 

 それでは、議案第３２号由布市奨学資金に関する条例につきまして御説明いたします。この条

例は、旧挾間町で実施していた奨学資金貸付を全市に拡大するものであります。この条例は、保

護者または主体者は１年以上市内に在住している市民で、優良な学生、または生徒であり、かつ

経済的理由のため就学は困難であるものに対する必要な資金の貸し付けを行うものであります。

奨学金は、高校生月額７,０００円、高専生月額９,０００円、大学生月額２万円を貸し付けるも

のであります。申込人は、申し込み時には連帯保証人必ず２名を必要とするというものでありま

す。 

 次に、議案第３３号につきまして御説明いたします。この条例は、奨学金に充てるため、寄附

金、その他予算で定める額を積み立てるもので、教育奨学資金を設置するためのものであります。 

 以上、２件、御説明をいたします。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第４２は削除です。 

 日程第４３、議案第３５号由布市職員の給与に関する条例の一部改正について、日程第４４、

議案第３６号由布市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、日程第４５、議案第

３７号公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正についての３議案につきましては、

職員に関する条例の一部改正でありますので一括して説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（篠田 安則君）  総務課長です。 

 議案第３５号由布市職員の給与に関する条例の一部改正について詳細説明を申し上げます。 

 議案第３５号由布市職員の給与に関する条例の一部改正について、由布市職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例を次のように改正する。平成１８年３月２日、由布市長、首藤奉文。 

 提案理由、国家公務員の給与改定に準じて所要の改定を行うということでございますが、この

給与改定につきましては、昨年の９月に人事院勧告がなされました。これによりまして月例給の

０.３６％の引き下げと、期末勤勉手当の０.０５月分の引き上げに伴う給与改定につきましては、

昨年の１１月の第２回の臨時会において御承認をいただいたところでございます。 

 この人事院勧告においては、給料表の見直しで給与水準の引き下げと、給与カーブのフラット

化、給料表の号級を４分割して、年功的な給与上昇要因を抑制した給与システムの構築というこ

ともあわせて勧告されておりました。市としても、この人事院勧告に準じて給料表を改定するも

のでございます。 
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 行政職給料表については現行９級制でございますが、今度の改定で８級制にするということと、

また公安職においても行政職給料表との均衡を基本に見直すもので８級制を７級制にするという

ことでございます。また、これまで１月、４月、７月、１０月と職員の定期昇給はそれぞれの月

に分かれておりましたが、この改定によりまして１月１日年１回に全員定期昇給ということにな

ります。それとあわせて５５歳からの昇給抑制という制度も今回の制度で見直すことになってお

りまして、これに伴う給与に関する条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、議案第３６号由布市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、由布市職員の

育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるということでございますが、

これも第３５号議案と同様、昨年の人事院勧告に準じて給与制度の見直しを行うことによりまし

て、条例の一部を改正するものでございます。 

 内容といたしましては、次のページの別表でございますが、現行が第６条の１項では、途中か

らでございますが、下に下線を引いておりますが、給料月額を調整し、または調整時期の範囲内

で復帰の日の翌日以降そのものの最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができるということ

が、改正で号級を調整することができるということにしております。 

 ２項は、削除ということになっております。 

 続きまして、議案第３７号公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について、公

益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正をする条例を次のように定めるということで

ございますが、これも前条、３６号と同様でございまして、人事院勧告に準じて制度改正をする

ことによりまして、条例の一部を改正するものでございます。 

 以上です。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第４６、議案第３８号由布市国民健康保険税条例の一部改正

について説明を求めます。どうぞ。 

○保険課長（佐藤 純史君）  保険課の佐藤です。よろしくお願いいたします。 

 議案第３８号由布市国民健康保険税条例の一部改正について御説明を申し上げます。 

 合併協の項目の中に調定方針としまして、国民健康保険税につきましては三賦課方式により合

併時に統一を図るということになっております。 

 なお、大幅な負担増になる場合につきましては調整を行うということで、調整の方向につきま

しても不均一課税、それから基金との活用等いろいろ論議をしてまいりました。その中で固定資

産税と対照します資産税割につきましては、旧庄内、旧湯布院町と１７年度まで採用していてお

ります。しかし、三賦課方式の税率を統一するに当たりまして、討論してまいりました。しかし、

３町それぞれの地域の状況がありまして、保険税の格差を是正するために統一はできないという

ことの結論になりまして、３カ年、合併特例法によりますと最長５年ですけれども、そのうちの
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３カ年で税率を均一しようということで、今回３カ年にまたがる不均一課税という方向で提案を

申し上げたとこでございます。 

 また、地方税における株式等の譲渡所得の課税の特例、この課税に伴いまして、本国保条例に

おきましても読みかえ等の事案が発生しましたので、今回提案したいわけでございます。よろし

くお願いいたします。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第４７、議案第３９号由布市介護保険条例の一部改正につい

て説明を求めます。どうぞ。 

○保険課長（佐藤 純史君）  保険課の佐藤です。 

 議案第３９号由布市介護保険条例の一部を改正する条例についてでございますけれども、この

件におきましては１７年度が第２期介護保険事業計画の最終年度となります。したがいまして、

第３期介護保険事業計画の策定につきましては、策定委員会の方で御審議していただいたわけで

ございますが、１８、１９、２０年と、この３カ年におきまして計画をしたものでございます。 

 この中で３カ年の平均を出しまして、施設の増設及び被保険者の増、まあ、医療費の増でござ

いますけれども、そういうのを加味しまして今回の被保険者の基準額を月額４,３８７円となり

ました。このことにつきまして御提案するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第４８、議案第４０号由布市母子家庭医療費助成に関する条

例の一部改正について説明を求めます。所長。 

○健康福祉事務所長（今井 干城君）  議案第４０号由布市母子家庭医療費助成に関する条例の一

部改正について御説明を申し上げます。 

 この一部改正につきましては、大分県の母子家庭医療費助成事業費補助金交付要綱が改正され

ました。この改正にあわせまして一部改正を行うものでございます。この条例の条文の中に母子

家庭という文言がでてきますけれども、これを一人親家庭に改めます。そうすることによりまし

て、父子家庭も対象になったということで、長年の懸案でありまして父子家庭についてどうする

かというようなことが、これで解消されたのではなかろうかと思います。それに加えまして、父

子家庭の１８歳までの子供をこの医療費の対象といたしました。 

 また、入院に伴う食費につきましては自己負担となります。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第４９、議案第４１号由布市保健センター条例の一部改正に

ついて説明を求めます。どうぞ。 

○健康増進課長（大久保富隆君）  健康増進課長大久保でございます。 

 議案第４１号由布市保健センター条例の一部改正について提案理由の詳細説明を行います。 
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 提案理由といたしましては、旧保健センターの有効利用を図るためということで、旧保健セン

ターはレセプトの点検だとか会議室等は使っておりました。現在は、国保のレセプト点検は湯布

院庁舎で実施しております。今後は有効利用を図りたいと思います。 

 恐れ入ります、次のページをお願いいたします。由布市保健センター条例の一部を改正する条

例、由布市保健センター条例の一部を次のように改正する。第２条中ではございますが、由布市

挾間保健センターを由布市挾間健康センターに、由布市挾間町向原１２８番地１を由布市挾間町

挾間１０４番地１に改めるものでございます。ちなみに、この住所は未来館の住所でございます。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第５０、議案第４２号由布市公民館条例の一部改正について

説明を求めます。どうぞ。 

○湯布院公民館長（佐藤 和利君）  湯布院公民館の佐藤であります。 

 議案第４２号由布市公民館条例の一部改正についてでございますが、第２条で名称及び位置を

定めておりますが、そのうち由布市川西地区公民館の現況の地番の訂正でございます。中川

１３５８番地１でございます。 

 それから、第７条に使用料の規定がございまして、その使用料の別表第３表中に湯布院町内の

公民館の使用の区分という規定がございます。そのうち今までこの規定には、特に湯布院公民館

の中にロビーを教室や会議等に使用した場合に限りロビーの使用料が規定されておりませんでし

たので、ロビーの全面区分、全面使用と反面使用について料金を設定したところでございます。

詳しくは、新旧対照表でごらんいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第５１、議案第４３号由布市特別会計条例の一部改正につい

て説明を求めます。──総務部長。 

○総務部長（三ケ尻隼人君）  失礼しました。総務部長でございます。 

 議案第４３号由布市特別会計条例の一部改正についてでございます。 

 裏面をお開き願いたいと思いますが、市長の提案理由の説明でございました旧湯布院町での畜

産振興を図るための目的で設置されました由布市久住飯田南部地域広域農業開発事業特別会計で

ございます。これにつきましては事業の借り入れを償還する目的のものでありまして、既に一般

会計からの繰り入れによって償還がなされておりました。そのために、一般会計より直接補助金

として支出することにいたしましたので、今回この特別会計を削除いたしたいと考えております。 

 なお、７号、８号、９号につきましては、それぞれ１号ずつ繰り上がりまして６号、７号、

８号というような形でお願いをいたしたいと思います。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程５２、議案第４４号由布市農業施設条例の一部改正について
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説明を求めます。 

○産業建設部長（後藤  巧君）  議案第４４号由布市農業施設条例の一部改正について御説明を

いたします。施設の一部を指定管理者制度並びに由布市湯布院地域における集会所及び自治公民

館施設等の条例に移行するためでございます。 

 裏面をごらんください。裏面、別表１につきましては、施設の名称、位置、設置目的をうたっ

ております。別表第２につきましては、施設の管理形態、利用者の範囲、設置にかかわる事業名

をうたっております。次のページの別表３につきましては、使用料金をうたっております。 

 次をはぐっていただきたいと思います。内容を御説明します。まず、公民館条例に移行いたし

ますのが、上から４番目の石武農民研修センター、その下の前徳野農業研修所、それから下湯平

農民研修センター、湯平農業研修所、それから、一つ飛びまして、奥江地区の研修施設の５施設

でございます。 

 それから、指定管理に伴うものにつきましては、一番上の陣屋の村、それから、３番目の挾間

ふれあい農園、それから、次のページの真ん中にあります由布市長期滞在施設、それから、下か

ら３番目庄内構造改善センター、その下の庄内農産加工センター、「かぐらちゃや」が指定管理

のためでございます。 

 で、そういうことで、この農業施設条例につきましては、１５施設ございましたが、４施設に

減少いたします。 

 以上です。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程５３、議案第４５号市道の路線認定について説明を求めます。 

○産業建設部長（後藤  巧君）  議案第４５号市道の路線認定につきまして御説明をいたします。 

 これにつきましては、旧挾間町の分でございまして、県道別府挾間線の改良工事に伴います移

管でございます。 

 で、地図をごらんになっていただきたいと思います。長い方、東表北苑線につきましては延長

が８４７メーター、幅員が３.２メーターから７メーターということでございます。で、そこの

路線の上に割と広い道路が通っております。これが県道の改良後の道路でございます。 

 それから、左側の道路につきましては、袋尾無田線でございまして、延長が２８６メーター、

幅員が４.５メーターから１２.４メーターということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第５４、議案第４６号事務の委託協議について「大分市」か

ら日程第５７、議案第４９号事務の委託協議について「九重町」までの以上４件につきましては、

同一理由による議案のため一括して説明を求めます。どうぞ。 

○市民課長（佐藤 利幸君）  市民課長でございます。 
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 議案第４６号から議案第４９号までを一括して御説明申し上げます。 

 このサービスで交付可能になるのは住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本、戸籍抄本、戸

籍附票、身分証明書でございます。本由布市、大分市、別府市、杵築市、九重町の居住地以外の

市、町の窓口で前述の必要証明書等の交付請求を申請すれば、その場で受け取ることができるも

のでございます。このサービスは、平日に勤務等の都合により、居住地の役所の窓口に行くこと

が困難な方へのサービスであり、今後必要性の高まるサービスとも推測されます。九州では初め

てのサービスであり、平成１８年７月１日から施行の予定でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第５８、議案第５０号大分県市町村会館管理組合を組織する

地方公共団体の数の増減について、日程第５９、議案第５１号大分県退職手当組合を組織する地

方公共団体の数の減少及びこれに伴う同組合規約の変更について、日程第６０、議案第５２号大

分県消防補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少及びこれに伴う同組合規約の変更につい

て、日程第６１、議案第５３号大分県交通災害共済組合規約の一部変更についての以上４件につ

きましては、関連がありますので一括して説明を求めます。総務部長。 

○総務部長（三ケ尻隼人君）  総務部長でございます。 

 議案第５０号から議案第５３号につきましては関連がございますので一括して詳細を説明いた

します。 

 まず、議案第５０号でございますが、大分県市町村会館管理組合を組織する地方公共団体の数

の増減についてでございます。これにつきましては、市町村合併に伴いまして管理組合を組織す

る地方公共団体が減少したためでございます。 

 裏面をお願いいたします。まず、２番目の地方公共団体の脱退でございますが、１７年の９月

３０日で杵築市、大田村、山香町が脱退をいたしました。新たに杵築市になったわけでございま

す。それから、挾間町、庄内町、湯布院町が御案内のように由布市になりました。そういうこと

から、６町村が脱退を一度いたしまして、１０月１日でまた新たに杵築市、由布市とそれぞれ加

入をしたためのものでございます。 

 次に、議案第５１号であります。大分県退職手当組合に組織する地方公共団体の数の減少及び

これに伴う同組合規約の変更につきましてでございます。これにつきましても先ほどと同様、今

年の３月３０日付で大分県退職手当組合から国見町、国東町、武蔵町、安岐町、それに東国東広

域連合が脱退をいたします。それに伴いまして変更が生じたためであります。 

 次のページをお願いいたします。別表を改めたいわけでございますが、新旧対照表の中にあり

ます現行の国見町、国東町、武蔵町、安岐町、それに東国東広域連合の４町が国東市となるため

に一度ここで、この４町につきまして削除するというようなものでございます。 

 次に、議案第５２号大分県消防補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少及びこれに伴う
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同組合規約の変更についてでございますが、これにつきましても前議案と同じように補償等組合

を構成する国見町、国東町、武蔵町、安岐町、それに東国東広域連合が３月３０日付で脱退をい

たしますので、今回の変更をお願いいたした次第でございます。 

 次に、議案第５３号でございます。大分県交通災害共済組合規約の一部変更についてでありま

す。これにつきましても国見町、国東町、武蔵町、安岐町が脱退いたしまして、３月３１日付で

国東市になりますので、そのための一部変更であります。これにつきましては、現行で国見町、

国東町、安岐町、武蔵町という形でなっておりますが、新たに国東市として変更後お願いする次

第でございます。 

 以上であります。 

○議長（後藤 憲次君）  ここで休憩をいたします。再開は１４時４５分に再開します。 

午後２時35分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時45分再開 

○議長（後藤 憲次君）  再開いたします。 

 次に、日程第６２、議案第５４号平成１７年度由布市一般会計補正予算（第２号）について説

明を求めます。財政課長。 

○財政課長（米野 啓治君）  議案第５４号平成１７年度由布市一般会計補正予算（第２号）につ

いて御説明いたします。 

 まず、今回の補正は平成１７年度の各種事業費の見込みがついたことに伴う補正でございまし

て４億６,０３８万２,０００円を減額いたしまして、歳入歳出それぞれ１００億１９５万

５,０００円にお願いするものでございます。 

 それでは、２５ページをお開きください。まず、議会費でございますが、未執行のための減額

となっております。 

 それから、総務費の一般管理もこれも未執行のための減額となっております。 

 それから、文書広報費につきましては財源の更正で、財産管理につきましては若干の光熱費の

追加をお願いしております。企画費は未執行のための減額でございます。 

 それから、９目の地域振興費につきましては、湯布院の１９節負補交で警察署へ宣言を引くた

めの負担金を追加しております。 

 それから、それぞれ減額で交通安全対策につきましては組み替えと──大変済みません、

２８ページを今言ってます。交通安全対策費は組み替えと減額を行っております。 

 それから、ずっといきます。３１ページをお願いいたします。３款の民生費の中で１目社会福

祉費総務費につきましては工事請負費、これでほのぼのプラザの建設の事業費が決定による約
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５,７００万円の減額となっております。 

 それから、高齢者福祉につきましては在宅高齢者の住宅改造助成金の減額でございます。 

 次に、３目の障害者福祉費につきましては、主なものが身体障害者の施設訓練等の支援費でご

ざいます。これにつきましては同額となっております。 

 次に３２ページの同じく社会福祉費の中で、国民健康保険の事業費につきましては、事業費の

増により一般会計からの繰り出しが追加となっております。 

 それから、介護保険につきましては繰り出し金の減額となっております。 

 ３３ページをお願いします。民生費の中の児童福祉費、２目の児童措置費でございますが、挾

間の由布川保育園が炎上して改築費が、これが追加となっております。 

 それから、扶助費につきましては、保育所の運営費が減額となっております。 

 それから、３４ページにつきましては、民生費の生活保護費ですが、２目の扶助費が大きく追

加となっております。生活保護の生活扶助費、それから、医療扶助費が追加となっております。 

 それから、民生費の中ですが、５項の知的障害者福祉施設費と、──５項でございます。１目

小松寮事務費、２目の小松生活費、それから３目の小松生活改善費につきましては、すべて組み

替えとなっております。 

 それから、４款の３９ページでございますが、衛生費につきましては総務費、それから、３目

の精神保健福祉費すべて未執行による減額となっております。 

 それから、５目の環境衛生総務費につきましては、小型合併浄化槽設置補助金が減額となって

おります。 

 それから、それぞれ減額、主なものはちょっと追加をしておりますが、４１ページの６款農林

水産業費の農業費の中の３目農業振興費でございます。中山間地域直接支払い交付金、これが減

額となっております。 

 それから、新たに陣屋の村財団事業団の補助金が追加となっております。 

 それから、４２ページの６款農林水産業費の中の農地費でございますが、直入庄内地区の農業

用道路整備負担金、これが２期分でよいのを、４期分、組んだために、本予算に乗せ過ぎまして、

旧町時代の償還を、再計上したものでありますので、大きく減額となっております。 

 それから、４３ページをお願いいたします。 

 ８款の土木費でございますが、２目の道路新設改良費の中の工事請負費が、減額となっており

ます。挾間の北方校区の路線、向原別府線でございます。 

 それから４５ページをお願いいたします。 

 １０款の教育費の中の２項小学校費で、３目学校建設費の工事請負費でございますが、由布川

小学校大規模改造事業工事決定による減額でございます。 
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 それから５１ページをお願いいたします。 

 １０款の教育費の中の７項保健体育費でございます。この中の工事請負費で、湯布院のラグ

ビー場建設工事、これが一応、１８年度予算に振りかえましたので、全額減額となっております。 

 以上が、主なものでございまして、あとは災害復旧費につきましては、農林水産施設の災害復

旧が、これは５３ページでございます。失礼しました。５２ページから５３ページにかけまして

です。 

 この災害復旧費につきましては、事業費減による減額となっております。 

 それから５３ページ、同じく１１款の２項公共土木施設災害復旧費、これにつきましては、事

業費が追加されてましたので、同額となっております。 

 １１款の文教、同じく災害復旧費の３項文教施設災害復旧費、これにつきましては、事業費の

減による減額となっております。 

 最後に、諸支出金で、減債基金を減額しております。これはラグビー場の国庫負担金は、基金

積み立てをしないといけないという形で、ラクビー場の事業費が１８年度予算となりましたので、

その減額でございます。 

 以上、歳出は終わります。 

 それから歳入につきましては、１２ページをお開きください。 

 まず３款の利子割交付金からずっといきまして、４款配当割交付金、それから株式等譲渡所得

割交付金、それから６款の町消費税交付金、７款のゴルフ場利用税交付金、それから８款の自動

車取得税交付金につきましては、交付決定によります増減をいたしております。 

 それから１１款の地方交付税につきましては、基準財政需要額から、基準財政収入額を引いた

のが、交付税でございますが、これから一応、調整額というのを引かれます。 

 で、その調整額を引いた残りが、交付決定額ということになるんですが、このたび、この調整

額につきましては、調整率を掛けまして、調整額を戻してくれましたので、その調整額を追加し

ております。 

 それから分担金につきましては、災害復旧事業の分担金の減額でございます。 

 それから、１５ページ、お開きください。 

 １５ページの国庫支出金から、２１ページまでの県支出金につきましては、それぞれ事業費の

決定による増減でございます。 

 それから繰入金につきましては、減額しております。剰余金、歳入の調整は、財政調整交付金

の繰入金の減額で、調整をしております。 

 それから貸付金につきましては、追加をしております。 

 諸収入は、減額でございます。 
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 ２３ページの２２款資産につきましては、補正額は、増減ありません。ゼロとなっておりまし

て、中の事業の事業債の増減を行っております。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第６３、議案第５５号平成１７年度由布市国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）について、説明を求めます。どうぞ。 

○保険課長（佐藤 純史君）  保険課長でございます。 

 第５５号議案平成１７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）でございますが、

歳入歳出の総額に、歳入歳出それぞれ９,６９４万９,０００円を追加しております。 

 したがいまして、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１９億９,７５３万２,０００円と

定めるものでございます。 

 特に、今回の補正につきましては、実績見込みの確定、これは給付費等でございますが、それ

と、調整交付金等の決定を見ましたので、それに伴う増減でございます。 

 特に、歳出におきましては、給付費、２ページの２款の給付費、これに１,５７６万円、いう

ことで、その他につきまして、予備費に７,８１５万６,０００円ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第６４、議案第５６号平成１７年度由布市介護保険特別会計

補正予算（第１号）について、説明を求めます。どうぞ。 

○保険課長（佐藤 純史君）  それでは、第５６議案平成１７年度由布市介護保険特別会計補正予

算（第１号）について、御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５,０４７万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を、歳入歳出それぞれ１５億５,５５４万８,０００円と定めるものでございます。 

 これにつきましても、事業の確定等でなっております。 

 特に、２ページの２保険給付費の中の介護サービス等の諸費、このところで、減額の５,４８１万

５,０００円となっております。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第６５、議案第５７号平成１７年度由布市簡易水道事業特別

会計補正予算（第１号）について、説明を求めます。水道課長。 

○水道課長（目野 直文君）  水道課長です。 

 議案第５７号の平成１７年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の説明をいたし

ます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 今回の簡水の補正は、工事請負費の３００万円の減、これは執行済額や、入札減によります減



- 59 - 

額でございます。 

 主なものといたしまして、湯ノ平地区の簡易水道事業の完了に伴うものでございまして、全体

で３,４２７万６,０００円の減でございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 その支出に伴います、歳出に伴います減によりまして、歳入のこのページが減額に当たります。 

 一番、２枚目をお願いいたします。 

 第１条の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３,７２７万６,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２億５,３０３万７,０００円と定めるということでございま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第６６、議案第５８号平成１７年度由布市水道事業会計補正

予算（第１号）について、説明を求めます。水道課長。 

○水道課長（目野 直文君）  水道課長です。 

 議案第５８号平成１７年度由布市水道事業会計補正予算（第１号）の説明をいたします。 

 ５ページをお願いいたします。 

 収益収入では、現金条件等の、現金収入に伴います収益的なものでございますが、上水の一般

会計からの補助金を３１万８,０００円の減と。 

 収益的支出でございますが、原水及び上水費で、修繕費の７０３万５,０００円増でございま

すが、これは挾間地区の取水場ポンプが故障いたしましたので、その補修費でございます。配水

及び給水費から、組み替えということでございます。 

 ４目の総係費の委託料の２０３万２,０００円でございますが、水道事業の料金システム、電

算システムでございますが、その変更をいたしたいということでございます。 

 ６ページでお願いいたします。 

 ６ページの建設改良に伴います資本的なものでございますが、資本的収入といたしまして、建

設企業債４,６００万円の減ということでございますが、１７年度の事業費決定により、減額と

いうことでございます。 

 資本的支出でございますが、大きなものといたしまして、工事請負費の１億１,５１２万

２,０００円の減額ということでございます。 

 これは、合併時、予算計上において、挾間地区の１６年度の継続事業及び入札減の予算措置の

誤りと、緊急時の大きな配管工事がなかったことによります。 

 １ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出でございますが、それぞれに、収入の３億１,０４２万９,０００円、歳出
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でございますが、３億１,０４２万９,０００円ということでございます。 

 ２ページでございますが、資本的収入でございますが……、大変申しわけございません。補正

予定額は、収入の４,０７４万３,０００円の減で、収入が９,６８１万２,０００円ということで

ございます。 

 支出にいたしましては、資本的支出、１億１,７８２万３,０００円の減で、９,０５１万

２,０００円ということでございます。 

 企業債の月の変更につきましては、記載のとおりでございます。 

 先ほど、１ページでございますが、３億１,０４２万９,０００円と言いましたが、収入の

３１万８,０００円の減額で、３１億１,０１１万１,０００円と、支出にいたしましても、

３１万８,０００円の減額で、３億１,０１１万１,０００円というということでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第６７、議案第５９号平成１８年度由布市一般会計予算につ

いて、詳細説明を求めます。 

 まず歳入についてから、説明を求めます。 

○税務課長（野中 正則君）  １５ページの歳入の１款１項から、１款７項までが、税務課の方で

やります。 

 簡単に御説明いたします。 

 まず、１款１項の市民税でございますが、今回、歳入を立てるのに当たりまして、非常に、当

初の由布市、初めての歳入でございます。３町の１６年度の決算並びに１７年度の予算額並びに

調定額を参考にいたしまして、それから徴収率は平均をとりまして、本年度の予算を計上させて

いただきました。 

 まず、１款１項の市民税ですが、現年度分が９５億１９万２,０００円でございます。納税義

務者が約１万６,９００人、うち年金受給者が１,０００人で、これは、地方税法の法律を改正し

た金額で、計上さしていただいております。 

 滞納繰越は約５００万円。それから法人につきましては、約１,２０９社、２億２,７１８万

８,０００円という計上いたしております。 

 次が、固定資産税ですが、３町の分で、１９億４,６８３万６,０００円、これは、まだ地方税

法が、現在、国会で、審議中でございますので、地方税法の改正は、まだこの分には、反映され

ておりません。 

 それから、滞納繰越は、１,３００万円、それから国有資産及び市町村交付金及び納付金につ

きましては、３,８５７万４,０００円、以下、右に書いております。 

 それから、３項の軽自動車につきましては、７,０７３万円、台数で、１万７,９５０台という
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ことになっております。 

 それから市のたばこ税につきましては、１億９,５９０万円ということで、これは本年の７月

からたばこ税が改正される予定でございます。 

 次のページをお開きください。 

 以下、５項はありません。６項の特別土地保有税は１計上させていただいております。 

 ７項の入湯税につきましては、１億１,１３０万円を計上させていただいております。 

 以上で、市民税が、全体で３５億５,８８２万４,０００円というふうになっております。 

 以上でございます。 

○財政課長（米野 啓治君）  次に、２款地方譲与税から、御説明いたします。 

 譲与税は本来、地方税として、徴収すべき税を、課税方法などの理由から、一たん、国が徴収

し、その後、地方自治体に譲与されるものでございます。 

 譲与税そのものは、全体といいますか、平成１７年度旧３町の当初予算と比較いたしまして、

約１億５,０００万円ほどの伸びとなっております。率にして４３％の伸びといたしております。 

 まず、１項の所得譲与税でございますが、平成１６年度に創設されましたもので、「三位一体

の改革」として実施され、国庫補助金の廃止、縮減に対する税源移譲のものであり、断定的な財

源措置制度となって交付されているものでございます。 

 これにつきましては、一応、県よりの通知もございまして、約２億５,０００万円ほどの計上

といたしております。 

 次に、２項の自動車重量譲与税でございますが、市町村道の延長面積等により、自動車税、国

税であります自動車重量税の３分の１が、市町村に交付され、譲与されるものでございまして、

決算見込み額を計上いたしております。 

 ３項の地方道路譲与税につきましては、道路譲与税の５７％相当額を、やはり国調人口や、道

路延長面積に応じて、交付されるものでございまして、これも決算見込みを、１７年度の決算見

込みを計上いたしております。 

 それから、３款の利子割交付金でございますが、利子割額の９５％の５分の３が、過去３年間

の個人県民税納付額に応じて、市町村に交付されるものでございます。 

 これも、決算見込みで計上いたしております。 

 ４款の配当割交付金につきましては、県民税として、平成１６年４月１日以降に支払われる特

定配当等について、課税され、配当等に係る３％の税金のうち、約６３.３％は、配当割交付金

として、市町村に交付されるものでございます。 

 これも、一応、決算見込み額で計上いたしております。 

 ５款の株式等譲渡所得割交付金、これにつきましても、一応、決算見込みで計上いたしており
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ます。 

 地方消費税交付金につきましては、国調人口、それから事業所統計従業者数等で、やはり交付

されるものでございまして、これも決算見込みで計上いたしております。 

 ゴルフ場利用税交付金は、ゴルフの利用行為に対して、課税される税でありまして、利用税の

１０分の７に相当する額が、都道府県から市町村に交付されるものでございます。 

 これも、決算見込みとして計上しております。 

 ８款の自動車取得税交付金、それから９款の国有提供施設等所在市町村助成交付金、それから

１０款の地方特例交付金等につきましても、一応、１７年度の決算見込みを計上いたしておりま

す。 

 １１款の地方交付税につきましては、国の地方財政計画では、前年度対比で、約５.９％のマ

イナスとなっております。 

 しかしながら、由布市におきましては、合併等の関係もございまして、交付算定額の調整前の

２.７％となるはずですが、市制発足により生活保護分が約２億円ほど、追加、プラスされてお

ります。それで、トータルいたしますと、平成１７年度旧３町の合計より、若干伸びとなってお

ります。 

 １２款の交通安全対策特別交付金につきましては、交通反則金等で、市町村にやはり交付され

るものでございまして、これは前年度の旧３町と同額を計上いたしております。 

 次に、１３款の分担金及び負担金につきましては、１項の分担金１目の農林水産業費分担金は、

県営用配水施設整備事業分担金が主なものでございます。 

 次に、負担金、２項の負担金につきましては、民生費負担金の中で、養護老人ホーム入所措置

費負担金、それから施設訓練等支援費、それから保育所運営費負担金等が主なものでございます。 

 次に、２０ページをお開きください。 

 ４目の農林水産業費負担金につきましては、草地林地一体的利用総合整備事業負担金が主なも

のでございます。 

 １４款の使用料及び手数料につきましては、１項の使用料では、１目総務使用料で、市営駐車

場が主なものでございます。 

 次に、５目の土木使用料、これにつきましては、住宅家賃収入が主なものでございます。 

 次に、６目の教育使用料につきましては、Ｂ＆Ｇ温水プールの使用料が主なものでございます。

それと、スポーツセンターの使用料でございます。 

 ２１ページの１４款２項の手数料につきましては、１目の総務手数料が戸籍関係で主なもので

ございます。 

 ２目の衛生手数料につきましては、ごみ収集袋売却代、それから、し尿処理の手数料でござい
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ます。 

 それから、２１ページの１５款国庫支出金の１項国庫負担金からそれぞれ県支出金の２７ペー

ジまでにつきましては、それぞれ事業費の補助割合に応じて、交付される補助金負担金等でござ

いまして、主なものは、２２ページでございます。 

 国庫負担金の中の１目民生費国庫負担金で、保育所運営費負担金が主なものでございます。 

 それから、４節の生活保護費負担金でございます。これが主なものでございます。 

 国庫補助金の主なものにつきましては、合併対策等補助金、それから２３ページの３目衛生費

国庫補助金の中の老人保健事業費補助金、小型合併処理浄化槽設置補助金、それから５目の土木

国庫補助金につきましては、道路改良事業、それから防衛の民生安定事業補助金、それから防衛

の障害防止事業補助金等でございます。 

 県支出金につきましては、１目の民生費県負担金の中で、同じく保育所運営費、それから被用

者小学校第６学年修了前の特例給付等が主なものでございます。 

 ２項の県補助金の中の１目総務県補助金では、同じくこれも合併事業補助金、それから電源立

地対策交付金、それから２目の民生費県補助金では、重度心身障害者医療費給付事業費補助金、

それから児童館補助金等でございます。 

 それから２６ページをお開きください。 

 同じく県補助金の中の７目教育費県補助金の中で、国体施設整備事業補助金が主なものとなっ

ております。それと、その上にあります農業費補助金の中の中山間地域等直接支払い推進事業費

補助金、これが主なものでございます。 

 次に、２７ページの財産収入でございますが、１目の財産貸付収入、土地建物貸付料が主なも

のでございます。 

 ２８ページをお開きください。 

 １７款の財産収入の中の２項２目で物品売払収入の中の小松寮牛売り払い収入が主なものとな

っております。 

 １８款の寄附金につきましては、頭出しとなっております。 

 １９款の繰入金につきましては、それぞれ１８年度予算を立てるための基金繰入金となってお

ります。 

 ２０款の繰越金といたしましては、１億５,０００万円の繰り越しが出る見込みを立てて、一

応計上いたしております。 

 諸収入につきましては、延滞金、加算金、過料等でございます。 

 ２１款の諸収入は、一応、預金利子を計上いたしております。 

 それから３項の貸付金元利収入につきましては、それぞれの償還貸付金の収入でございます。 
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 ３０ページをお開きください。 

 諸収入の中の４項受託事業収入につきましては、日本道路公団より、受託事業収入であります

消防本部の救急隊の受託収入でございます。 

 ５項の雑入につきましては、一応、各課からの雑入を上げております。明細につきましては、

決算のときに、一応、資料を添付する予定でおります。 

 ３１ページの２２款資産につきましては、一応、総額で１７億２,２００万円を計上いたして

おります。 

 以上で、収入の説明を終わります。 

○議長（後藤 憲次君）  収入の説明が終わりました。 

 次に歳出について説明を求めます。説明に当たってはページを追って、関係する部分を順次、

説明をお願いします。 

 まず、議会費から詳細説明を求めます。 

○事務局長（衛藤 重徳君）  議会事務局長です。 

 歳出１項の議会費を説明をいたします。 

 ３２ページをお開きください。 

 予算総額１億８,０５９万７,０００円、そのうち１節から４節の人件費が大部分で、９４％を

占めてございます。 

 その他につきましては、費用弁償並びに研修費、それから議会だよりの作成費、それから、会

議録の作成費並びに上部団体の負担金等でございます。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  総務課長。 

○総務課長（篠田 安則君）  総務課長です。 

 ３３ページ、２款の総務費１項総務管理費１目の一般管理費について、御説明申し上げます。 

 一般管理費の１８年度の予算枠といたしまして、１５億６８０万円計上いたしておりますが、

その内容につきましては、三役及び総務部に配属されております職員８２名の給料、職員手当、

人件費と、臨時職員、嘱託職員４名の賃金を計上いたしております。 

 そのほか、法規の追録、郵便料、コピー及び負担金等の一般管理経費でございます。 

 また、１３節の委託料につきましては、顧問弁護士について、旧湯布院町と、旧庄内町での裁

判事案が継続しておりますので、それぞれ弁護士２名分を計上しておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（後藤 憲次君）  どうぞ。 

○総合政策課長（野上 安一君）  総合政策課長です。 
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 ３５ページ、２目の文書広報費を御説明いたします。 

 全体予算で、１,３４７万３,０００円をお願いしております。 

 主なものは、各種検討委員会の委員報償と書いておりますが、これは新市発足に伴います市の

花、市民憲章、市のシンボル等の検討を行いたいと思いますが、これらの委員関係費でございま

す。 

 あとは一般的な市報の発行、市政要覧等の経費でございます。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  財政課長。 

○財政課長（米野 啓治君）  ３５ページの３項財産管理費でございます。財政課の需用費と負補

交を一応、組んでおりまして、主なものは、１３節の委託料、行政評価システム導入を、今年度

予定いたしております。 

 以上でございます。 

○会計課長（飯倉 敏雄君）  会計課長でございます。 

 会計管理費でございますけども、予算総額では、２１４万５,０００円でございます。 

 予算の内容につきましては、一般的な経常的な経費でございます。 

 以上です。 

○契約管理課長（高田 英二君）  契約管理課長でございます。 

 ５目の財産管理費でございますが、各湯布院、挾間、庄内の３庁舎の維持管理費、その他保有

財産の維持管理に伴うものの経費、１億８,１６２万２,０００円を計上してございます。 

 以上でございます。 

○総合政策課長（野上 安一君）  失礼しました。この企画費の中には、１６の事業項目が入って

おります。 

 地域審議会の報酬関係、あるいは新しく湯布院地域に設立します由布コミュニティー事業、あ

るいは３振興局に予算配置をいたします地域活力総合事業等を含めまして、１６の事業が、予算

化をされてるところでございます。 

 以上でございます。 

 ３９ページから４０ページにかけてでございます。これは、本庁舎関係等々の電子計算費でご

ざいます。 

 通常の電子機能の維持管理費が主な予算項目でございます。 

 特に、新規の事業についてはございませんが、これまで各町で組んでおりました予算経費、あ

るいは新市に、由布市に誕生しましてからの全体的な予算経費でございます。電子関係の予算経

費でございます。 
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 以上でございます。 

○総務課長（篠田 安則君）  続きまして、総務課長です。 

 ８目の公平委員会費でございますが、３万２,０００円、これは公平委員３名の報酬と負担金

が主でございます。 

 以上です。 

○総合政策課長（野上 安一君）  総合政策課長です。 

 ４０ページの９の地域振興費につきましては、特に、庄内地域の振興局の予算関係の経費でご

ざいます。 

 花いっぱい運動等の経費を、ここで計上させていただいております。 

 以上です。 

○総務課長（篠田 安則君）  総務課長です。 

 １０目諸費でございます。諸費につきましては、３,５４７万８,０００円を計上いたしており

ますが、これの内容につきましては、自治員１５０名ほか各種委員の報酬と、各種負担金を計上

しております。 

 保険料につきましては、すべての自治会を対象に、自治会保険に加入している保険料でござい

ます。 

 以上です。 

 続きまして、交通安全対策費でございます。交通安全対策費は、２,７４７万３,０００円を計

上しております。この内容は、交通指導員、少年補導員に係る報酬並びに交通安全施設整備等に

係る経費でございます。 

 備品購入費につきましては、防衛施設の周辺整備事業で整備した湯布院町の若杉地区の太陽エ

ネルギー防犯灯、３８基のバッテリー交換の経費でございます。 

 また、湯平地区と塚原地区へのバス路線に対しての過疎バスの補助金を計上いたしております。 

 以上です。 

○湯布院地域振興課長（秋吉 洋一君）  続きまして、１２目の防衛施設周辺整備総務費でござい

ますが、今回補正額を８５万円、お願い申し上げております。 

 財源内訳を見ていただきますと、国庫で５０万円というふうに数字入っております。 

 これにつきましては、日出生台演習場周辺の事務費の委託金ということで、国から事務を委託

されてるということで、御理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○人権・同和対策課長（岩尾 豊文君）  人権・同和対策課長、岩尾です。 

 ４３ページ、人権・同和対策費としまして、８８１万７,０００円を計上いたしております。
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主な内容を御説明いたします。 

 報償費につきましては、これは集会所事業教室講師とありますが、これは、湯布院町の竹本に

同和対策事業で、建設いたしました集会所がございます。小さな隣保館に準ずるものですけども、

ここで、啓発事業、諸教室を行っております。その教室講師の謝金。 

 それから人権講演会は、これも毎年、１２月に人権週間に、フェスティバルを行っております

けども、そのフェスティバルの講師の謝金でございます。 

 今年、１８年度は、国の委託事業を受けまして、９８万円ほどの委託金をいただいております。

それを使用しての事業でございます。 

 あと１３節の委託料、３５８万２,０００円の内容の啓発事業ですけども、これは、１名、人

権・同和啓発指導員を雇用いたしておりますけども、その指導員の賃金の委託料、そして、命の

循環を大切にする市民会議が、昨年１１月の２５日に発足いたしましたけども、この市民会議の

もとで、啓発事業を行うということで、その委託金７７万３,０００円等が主なものでございま

す。 

 以上でございます。 

○税務課長（野中 正則君）  続きまして、４４ページ、２款の２項の……、失礼しました。

４４ページです。２款の２項の総務費の徴税費、１目と２目が税務課でございます。 

 １目の税務総務費２目の賦課費、総務費については、一般的な経費でございまして、給料は、

２１人と書いておりますが、税務課と収納課の職員合計でございます。 

 ２目の賦課費については、賦課をする方ですから、固定資産税の主な経費でございます。 

 以上でございます。 

○収納課長（田中 萬藏君）  続きまして、３目の徴収費でございますけど、今年度、７００万

４,０００円ほどお願いしてございます。 

 徴収に伴います通常経費でございまして、主なものとして、職員の徴収に伴います旅費、それ

から印刷費では、督促状、その他の印刷費２２３万９,０００円、それから納税組合に返します

運営補助金でございます。 

 以上です。 

○市民課長（佐藤 利幸君）  戸籍住民基本台帳費について、御説明申し上げます。 

 ４５ページでございます。 

 市民課７名、それから振興局の戸籍事務、湯布院庁舎３名、挾間庁舎３名、１３名分の給料、

職員手当を計上しております。 

 委託料につきましては、戸籍関係、住基ネット関係の機器の保守委託料でございます。この中

で、広域行政窓口サービスの委託料を１０万８,０００円が含まれております。 
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 次の４６ページ、使用料及び賃借料でございますが、戸籍システムとか、戸籍証明機器、それ

から住基ネットワーク機器の機械借り上げ料が主なものでございまして、あわせて１億９１３万

９,０００円の予算計上をしております。 

 以上でございます。 

○総務課長（篠田 安則君）  総務課長です。 

 ２款総務費４項選挙費１目選挙管理委員会費について、御説明申し上げます。 

 選挙管理委員会１,０５８万８,０００円の内容でございますが、選挙管理委員長、選挙管理委

員及び職員２名の報酬、給料、職員手当等を計上いたしております。 

 それから、２目の選挙啓発事業につきましては、３万円でございますが、事務消耗費を計上い

たしております。 

 ５目知事県議会議員選挙費でございますが、６１２万円を計上いたしております。これは平成

１９年、来年の４月上旬に県知事、県議会議員選挙が予定されております。このために、１８年

度末、３月下旬から期日前投票を行う必要がございまして、この選挙に係る報酬、職員手当等人

件費及び事務経費を計上いたしております。 

 続きまして、６目の農業委員選挙費でございますが、８２７万２,０００円を計上いたしてお

ります。現在の農業委員さんは、本年の９月３０日までが任期となっております。このために

３町ごとに選挙をする、実施をする内容において、選挙経費を計上いたしております。 

 それから４８ページの７目提子井路土地改良区総代選挙費でございますが、この経費５９万

６,０００円については、提子井路土地改良区より総代選挙事務の委託を受けて行う経費を計上

しているところでございます。 

 以上です。 

○総合政策課長（野上 安一君）  総合政策課長です。 

 ４８ページ、４９ページにまたがっておりますが、統計調査費の御説明をいたします。 

 これにつきましては、通常、行われております事業所統計、工業統計、学校基本統計、商業統

計が来年度実施される予定です。 

 これらに伴います指定統計の予算計上でございます。 

 全体的に１４７万８,０００円をお願いしております。 

 以上です。 

○事務局長（衛藤 重徳君）  監査事務局です。 

 ４９ページの後半ですが、監査委員費を説明をいたします。 

 予算総額は１９７万１,０００円、このうちの５５％につきましては、監査委員さん２名の報

酬でございます。 



- 69 - 

 その他の経費は、その活動に伴う経費でございます。 

 以上でございます。 

○福祉対策課長（立川 照夫君）  福祉対策課長でございます。 

 ５０ページをお願いをいたします。 

 ３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費、主な経費といたしましては、一般職２１名の

給与に係る経費でございます。 

 １３節委託料につきまして、地域総合相談支援センター設置事業でございますが、社協に、福

祉相談事業を委託をするものでございます。 

 次に、１９節負担金補助及び交付金でございます。民生委員、児童委員、活動交付金といたし

まして、民生委員９２名に対する経費でございます。 

 社会福祉協議会補助金につきましては、旧３町分の経費をそのまま継続して計上してございま

す。 

 次に、高齢者福祉費でございます。８節の報償費でございますが、長寿敬老祝品といたしまし

て、喜寿の方、７,０００円、米寿の方には２万円、１００歳の方、２万円、由布市共通の商品

券を支給して、地域経済の活性化を図るということで、経費でございます。 

 次に、１３節の委託料につきまして、福祉バス運行業務ということでございますが、３町、旧

町分の事業を、そのまま継続をしてございます。 

 次のページをお願いをいたします。 

 １９節です。負担金補助及び交付金でございますが、２行目といたしまして、単位老人クラブ

の補助金、９４クラブに対するものでございます。 

 次、在宅高齢者住宅改造助成金といたしまして、４０万円を上限といたしまして、１０カ所分

でございます。 

 次の医療外手術料補助金といたしまして、これにつきましては、鍼灸に対する補助でございま

す。 

 次の特別養護老人施設建設補助、これは挾間の若葉苑ということでございます。 

 次の、地域支え合い事業補助金でございますが、市長よりの説明もありましたかと思いますが、

敬老年金にかわるべき新規事業といたしまして、地区の公民館などを利用したデイサービスなど、

実施をしたいというふうに考えております。 

 扶助費につきましては、老人保護措置費でございますが、７施設、３７名分の経費でございま

す。 

 次に、障害者福祉費でございます。８節の報償費でございますが、障害者福祉商品券といたし

まして、身障療育手帳、そして精神の手帳の保持者に一律７,０００円を支給するものでござい
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ます。敬老祝品と同様に、由布市内の共通の商品券で支給ということでございます。 

 次に、１３節の委託料でございます。障害福祉計画作成業務ということでございますが、４月

より、本年度４月より、自立支援法の施行に伴いまして、アンケート調査を実施します。これに

基づきまして、計画作成をしたいと思っております。 

 次の５２ページをお願いいたします。 

 ２０の扶助費でございますが、この経費につきましては、身障、知的障害者に対する支援費、

医療費などを組んでございます。総額で、４億２,７８１万円でございます。 

 以上でございます。 

○保険課長（佐藤 純史君）  保険課です、保険課長です。 

 ４番目の国民健康保険、事務費でございますが、この中におきましては、人件費８名分、特に

繰り出し金３億１,０８７万４,０００円が主なものでございます。 

 次に、５の老人保健事務費でございますが、これも老人事務に携わる職員の給与と、委託料に

おきましては、医療事務の通知書等の印刷代等が含まれてます。 

 特に、大きいのは繰り出し金の３億７,６５６万８,０００円でございます。 

 次に、６番目の介護保険事務費でございますが、介護保険の事務に携わる職員の人件費と、こ

れに伴う繰り出し金３億８,７１５万６,０００円ということでございます。 

 この中におきましては、今回、包括支援事業費の一般、町村負担分が含まれております。 

 次に、第７でございます。５４ページの７ですが、国民年金事務費、これにつきましては、本

庁舎に１人、それから出先に、市民サービス課にそれぞれおりますけれども、その人件費。特に、

委託料につきましては、国民年金情報のデータの交換をやってます。それのデータ作業に伴う委

託料でございます。 

 以上でございます。 

○福祉対策課長（立川 照夫君）  次に、２項の児童福祉費でございます。１目児童福祉総務費で

ございますが、次のページ、５５ページをお願いをいたします。 

 扶助費でございますが、ここは児童手当でございますが、児童手当につきましては、子育て支

援策ということで、従来の国の制度に、今年度より、新たに小学校６年生までを支給対象とする

ということで、総額で２億１５４万円の経費を計上してございます。 

 一番最後の行になりますが、児童扶養手当の給付費ということで、母子世帯に対する給付費で

ございます。お母さん方２２９名、子供さん３６０名に対する経費ということでございます。 

 次の２目の児童措置費でございます。１３節の委託料でございますが、児童館、子育て支援セ

ンターに対する経費４,７２５万９,０００円をお願いしてございます。 

 次の１９節２０節の扶助費ですが、これにつきましては、保育所２２施設、７４８名分の経費
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のお願いでございます。 

 次に、３目の母子福祉費でございます。１９節の負担金補助及び交付金の一番下の分ですが、

母子寮の措置費ということで、親子２人分の経費をお願いしてございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 扶助費でございます。母子家庭医療費の助成金、お母さんが３０５名、子供さん３４０名に対

する経費でございます。 

 寡婦医療助成金といたしまして、８１名の経費をお願いしてございます。 

 以上でございます。 

○西庄内保育所長（三重野裕次君）  保育所長でございます。 

 保育所は、西庄内保育所と挾間保育所２園の予算を計上しております。 

 主なものは、給料、職員手当、挾間保育所、西庄内保育所６人ずつ計１２名の給料と職員手当

でございます。 

 それから、賃金として、臨時保育士と代替保育士の各保育所の臨時職員の賃金を計上してござ

います。 

 その他は、一般管理費でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○福祉対策課長（立川 照夫君）  次、５８ページの下の方をお願いいたします。 

 ３項生活保護費１目生活保護総務費、このページにつきましては、一般職３名、臨時職１名の

人件費が主なものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 ５９ページでございますが、このページにつきましては、扶助費ということで、１８８世帯

２４４名の方の生活保護費を計上してございます。 

 以上です。 

○寿楽苑長（菅  正憲君）  寿楽苑長です。 

 老人福祉施設費で、老人ホーム事務費といたしまして、９,９２２万５,０００円でございます。 

 主なものは、臨時職員の賃金１８人分、３,２３４万円、それから機械室のアスベストの撤去

工事のための工事請負費２９１万円、それから嘱託医報酬ほかでございます。 

 それから、６１ページの老人ホーム生活費が４,６５２万９,０００円、主なものといたしまし

て、利用者賄い材料費といたしまして、２,２８９万８,０００円、それから光熱費５４１万円、

燃料費１６８万円ほかで、生活費を、老人の利用者の生活費といたしております。 

 それから、次のページの６２ページ、葬祭費といたしまして、１９万４,０００円、これは、

利用者がもしも亡くなったときの身元の引受人がない場合の葬儀費用でございます。 

 以上で、事務費、生活費、葬祭費で、合計１億４,５９４万８,０００円となっております。 
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 以上でございます。 

○小松寮長（佐藤 吉人君）  小松寮でございます。 

 ６２ページから、６６ページでございます。 

 まず６２ページでございますけれども、事務費といたしまして、２億２,７８９万３,０００円、

お願いするものでございます。 

 主なものといたしましては、報酬といたしまして、嘱託医師の２名分、それから福祉サービス

相談員の報酬でございます。それから一般職１７人の人件費でございます。主なものでございま

す。 

 それから賃金につきましては、臨時職員３３名分の賃金でございます。 

 需用費につきましては、修繕費といたしまして、トイレの改善とか、食堂の屋根の修理とか、

そういうものをお願いしてございます。 

 ６４ページをお開きください。 

 委託料といたしまして、施設の清掃管理委託料ほかの委託料でございます。 

 それから、小松寮の生活費につきましては、６,２０６万５,０００円、お願いするものでござ

います。 

 主なものといたしましては、需用費といたしまして、賄い材料でございます。それから備品購

入といたしまして、利用者の生活用の家電製品が主なものでございます。 

 続きまして、小松寮の生活改善費でございますけれども、５４９万円、お願いするものでござ

います。 

 主なものにつきましては、賃金といたしまして、梨剪定等にかかわります雇用人の賃金、それ

から需用費といたしまして、家畜とか、梨関係の経費をお願いをするところでございます。 

 以上でございます。 

○健康増進課長（大久保富隆君）  健康増進課長でございます。 

 ４款衛生費１目の保健衛生総務費でございます。この項目は、人件費、一般職の人件費２０人

と、この中で、主なものといたしましては、１３委託料の基本健診及びがん検診が主なものでご

ざいます。 

 次のページをお願いいたします。 

 その中で、繰り出し金１億２,１１０万円、健康温泉館特別会計の繰り出し金でございます。 

 続きまして、２項の母子保健費でございますが、乳児健診、四、五カ月健診から十、十一カ月

健診及び１歳半から３歳時健診の健診に必要な事業でございます。 

 この中で、次のページの乳幼児扶助費、乳幼児医療助成費もこの項目でございます。 

 続きまして、３目の精神保健福祉費でございますが、主なものといたしましては、精神障害者
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の居宅生活支援費あるいはショート、地域生活補助費いわゆるグループホームでございます。そ

れと負担金補助交付金の中のさくら会共同作業所の補助金でございます。 

 続きまして、４目の予防費でございますが、主に１３委託料の高齢者インフルエンザ予防接種

あるいは予防接種ということで、これは３種、２種、麻疹、風疹等の予防接種でございます。 

 以上でございます。 

○環境課長（麻生 哲雄君）  環境課長です。 

 ５目の環境衛生総務費で、２億２,４２４万７,０００円のお願いをしております。給料が８名

分、組んでおります。 

 次のページをお願いします。 

 あとこの費目につきましては、火葬場関係、公園、公衆トイレ関係の経費が大部分でございま

す。 

 大きいのが、１３節の委託料に、宿直管理等ということで、火葬場の湯布院、庄内の４名分を、

１,０５３万円ほど組んでおります。 

 それから６の環境対策費ですが、５４２万３,０００円をお願いしております。この中に

１９節ですが、１２６万７,０００円、これは今まで旧庄内町でしてました花いっぱい運動推進

協議会の補助金、それからその下に金額は少ないですが、生ごみ処理機の購入補助金ということ

で、６０万円をお願いしております。 

 次のページをお願いします。 

 ４款衛生費２項清掃費１清掃総務費でございますが、４億９,０３６万６,０００円、お願いし

ております。 

 この分は、１９節の負担金を見ていただければおわかりのように、由布大分環境衛生組合の負

担金が４億８,０９１万３,０００円で、大部分を占めております。 

 それから次の２目でございますが、じんかい処理費ということで、１億８９３万３,０００円、

お願いしております。これにつきましては、ごみ収集運搬等、また施設等に係る経費でございま

す。 

 ちなみに、大きいのが１３の委託料でございますが、湯布院地区のごみ収集処理業務委託が

６,１８８万１,０００円、資源ごみの処理委託料が２,９００万円をお願いしております。 

 次の、３目でございますが、し尿処理費ということで、１,９３６万５,０００円をお願いして

おります。 

 これにつきましても、し尿処理関係の経費でございますが、し尿処理業務ということで、

１３の委託料に１,６２４万１,０００円、お願いしております。 

 以上でございます。 
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○水道課長（目野 直文君）  水道課長です。 

 ３項上水道費１目の上水道施設費２８の繰り出し金でございますが、簡易水道特別会計へ

９,５０９万７,０００円、上水道特別会計へ４,６８３万６,０００円、計の１億４,１９３万

３,０００円を繰り出しのお願いをしてるところでございます。 

○福祉対策課長（立川 照夫君）  次の７４ページをお願いいたします。 

 ５款労働費１項労働諸費１目労働諸費ということでございます。 

 この経費につきましては、高齢者就業支援センターに係るところの経費でございます。主なも

のといたしましては、臨時職員２名の賃金と、１９節シルバー人材センターの補助金が主なもの

でございます。 

 以上でございます。 

○農業委員会事務局長（立川 忠実君）  農業委員会事務局長でございます。 

 ７４ページの下をお願いしたいと思います。 

 ６款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費でございますが、全体で、５,２７１万

２,０００円のお願いでございます。 

 この内容につきましては、農業委員の関係が、９月まで４０名、１０月以降３８名という形の

委員の費用が主なものでございます。 

 また人件費につきましては、庄内、湯布院の市民サービス課の農林係の２名を含めまして、

６名の人件費でございます。 

 それから、１３節の委託料２７６万円でございますが、これにつきましては、測量設計という

ことで書いてございますが、これは１７年度もお願いしておりますが、ＪＭ牧場、豚の、庄内の

ＪＭ牧場の関係で、一応、農地と山林の境界の測量費ということで、これは現在まだ裁判中でご

ざいます。 

 この裁判が、決着がついて、またそのＪＭ牧場と、地元の方とまた話がついた段階で、測量す

るという形での計上でございます。 

 よろしくお願いします。 

○農政課長（平野 直人君）  続きまして、２目の農業総務費でございます。この中身は、主に職

員の給料、手当等でございます。 

 次に、３目の農業振興費でございます。ここは、主に人づくり村づくり組織づくりということ

を主にする目でございまして、３億５５０万５,０００円計上させていただいておりますが、そ

の主な内容といたしましては、７節の賃金、嘱託職員の４８６万円がありますが、営農指導員を

２名採用して、全市に営農指導していただくということで、計上させていただいております。 

 次に、委託料ですが、ふれあい農園の管理業務委託料ということで、２３０万円計上させてい
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ますが、これは、挾間町のふれあい農園の管理委託の分でございます。 

 次に、７８ページになりますが、負補交でございます。下の方に由布地域担い手育成総合支援

事業等負担金というのがございますが、これは認定農業者の育成支援をするものでございます。 

 次に、７９ページに行きまして、園芸産地改革促進対策事業、これ、２,１９０万円ございま

すが、これはトマトハウスを建設するものでございます。 

 次に、真ん中の方にいきまして、集落営農組織育成対策事業の補助金８００万円ですが、これ

は、集落営農集団に対しまして、それぞれ必要な機械の補助をするものでございます。 

 次に、４目の畜産業費でございますが、この項目では、畜産すべてをあらわしてる部分でござ

いまして、主に、８０ページをお開きください。負補交の部分でございます。 

 上の方に、草地原地一体化利用総合整備事業補助金とございますが、これは、塚原の酪農農家

が、畜舎を建設をいたします。すべて地元負担金も含めまして、市の方に入れていただきまして、

大分県農業農村振興公社というところが、この畜舎を建てるわけでございます。そこに支払うも

のでございます。 

 それから、安全安心の飼料増産対策事業でございます。これは庄内町の栢の木地区という地域

に、畜産が盛んなところでございまして、機械を導入するという計画を持っております。 

 その下に、構築連携資源環境推進モデル事業とございますが、これも、直野内山の貸舎等をつ

くるものでございます。 

 これは、集団でやりますんで、戸数が２３戸でございます。２３戸を一集団として、補助を出

すものでございます。 

 それから、次に、農地費でございます。ここの目は、通常いいます耕地事業でございまして、

農業土木のすべてを行う目でございます。 

 委託料の中に、農村振興基本計画の策定業務とありますが、これは、一般の農業の農村整備計

画も計画しておりますけれども、ハード部分で、この計画書がないと、事業採択がなされないと

いうルールになっておりまして、旧３町とも、これをやる予定であったんですけれども、新市に

なって、これをつくるということでございまして、１８年度、つくってまいりたいというふうに

思っております。 

 それから工事費の１,０００万円でございますが、これは、挾間町の都市計画区域内の水路改

修でございます。条例で、都市計画用途区域内の農業用排水路分担金条例というのがございます

けれども、この部分に当たるものでございます。 

 それから、県営農免農道整備事業負担金７５０万円でございますが、これは庄内、湯平の５期

工事の負担金でございます。 

 次に、県営用排水路整備施設整備事業の負担金ですが、２,２３９万９,０００円、計上させて
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いただいておりますが、これは、県営事業でございまして、長宝、下市、大龍等７地区あるわけ

でございます。それの県営事業の負担金でございます。 

 それから、真ん中辺に、直入庄内区域農業用道路整備負担金というのがございます。３億

９,８１０万円でございますが、これは、直入庄内線の農道でございますけれども、これを一括

返済をするということで、財政の方で、借りかえをやる部分でございます。 

 それから、下の方に農林漁業金融公庫の資金損失補償金ということがございますが、これは庄

内町と挾間町の県営圃場整備事業でやった自己破産等したところの損失を補償しなければいけな

い金額でございます。 

 ８２ページをお開きください。 

 林業振興費でございます。 

 委託料の中に、有害鳥獣の駆除という項目がありますが、３００万円です。これは、有害駆除

をしていただくために、猟友会等に支払うものでございます。 

 次に、１９節の中の下の方に、緊急間伐事業補助金というのがございます。これは、全市にお

きますところの間伐事業を行っていただく事業でございます。 

 それから、次に３目の林業事業の費でございますが、１,４９５万円でございます。 

 委託料の中に分筆ということがございます。（発言する者あり）この分筆は、大分中部線の開

設工事を行うための分筆をしなければいけない部分ができまして、そのための委託料でございま

す。 

 それから、１９節の中に、林道大分中部線開発事業負担金というものがございますが、今、こ

れは湯布院町の城ケ岳のところをやっております。そこの県営でやっておりますんで、負担金で

ございます。 

 次に、８３ページの中の水産業振興費でございますが、これは、５６万２,０００円というこ

とで、内水面等、稚魚等の補助を出すものでございます。 

 以上でございます。 

○商工観光課長（吉野 宗男君）  商工観光課長です。 

 ８３ページ、７款商工費をお願いいたします。 

 １目商工総務費７,０３１万５,０００円をお願いいたしておりますけども、職員１０名分の給

料と、職員手当でございます。 

 ２目の商工振興費２,３４３万７,０００円のお願いをいたしております。この中で、主なもの

は、１９節の商工会補助金１,２９０万円でございます。 

 この内訳でございますけども、挾間町商工会が４９６万円、庄内町商工会が３２４万円、それ

と湯布院町商工会が４７０万円でございます。 
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 次のページをお願いいたします。 

 ３目の観光費でございますけども、４,４９０万６,０００円お願いいたしております。この中

で、一番主なものが、１９節の観光協会補助金１,２５０万５,０００円、それと祭り事業補助金

１,４１７万８,０００円でございます。 

 以上でございます。 

○建設課長（生野 利雄君）  建設課長の生野です。 

 ８款土木費１目の土木総務費については、主なものは、人件費と負担金です。 

 １９の負担金補助及び交付金について、急傾斜地崩壊対策事業負担金６５０万円については、

旧挾間町の宮田地区、庄内町の下久保地区の県への負担金でございます。 

 次に、２項の道路橋梁費の１目の道路維持費でございます。これの本年度予算額が、５,９７１万

６,０００円でございます。 

 主に、維持の１５の工事費でございます。３,０００万円でございます。 

 次に、２目の道路新設改良費でございます。今年度の予算は、６億２,５１９万円でございま

すが、１３節の委託料８,３３０万円、設計管理３４０万円、測量設計６７０万円、この中の路

線については、６路線が説明にありますが、庄内町の室小野線というのが入りまして、測量設計

が７路線になります。 

 それについてのまた不動産の鑑定、登記事務、そして、１５の工事請負費については、説明の

路線の８路線です。 

 一番上のこの向原別府線については、路線名は一つですが、挾間の北方工区と七蔵司工区が入

ります。 

 公有財産の購入費が９,６２６万４,０００円、説明のとおりの３路線でございます。 

 次の１９負担金補助及び交付金について、県道改良事業の負担金でございますが、県の改良事

業の負担金は、県道の龍原挾間線、これ谷地区でございます。それと、大分挾間線、これ北方地

区でございます。 

 それと、これは今の２線は挾間地区と庄内町に通っている東山庄内線、これ大津留地区、それ

と湯布院町にあります、県道通ってます安心院湯布院線、川上地区でございます。この負担金が

４,８７５万円でございます。 

 また２２の報償補てん及び賠償金でございますが、これは、市道改良に伴う３路線でございま

す。 

 路線名を申しますと、若杉線ほか１線、それとこれは今の湯布院町、庄内町の室小野線、庄内

町の宇南畑田線でございます。 

 次に、８９ページ、河川費、これは本年度１,２５２万３,０００円でございます。 



- 78 - 

 主なものの事業としまして、公有財産、土地購入でございます。これは、１,１００万円は、

湯布院町の岳本水路用地購入費でございます。 

 次に、都市計画費でございます。１目の都市計画総務費でございますが、主な事業として、委

託料の中に、都市計画道路整備検討業務と、４２４万２,０００円、これは都市計画法、路線の

見直し業務の路線の事業でございます。 

 都市計画については、挾間町が９路線、湯布院町が６路線の委託でございます。 

 次に、２目の土地利用規制対策費でございます。これ３５万円でございます。主に事務的経費

でございます。 

 次のページをお願いします。９０ページを。 

 ９０ページの８款の土木費の５の下水道費、これについては、公共事業の下水で、一般会計か

ら繰り出し金でございます。１,４９８万３,０００円でございます。 

 ６目の住宅費、住宅管理については、主なものについては、１５の工事請負費でございます。

市営住宅の解体と住宅の雨漏り工事等が５３３万円でございます。 

 以上でございます。 

○消防本部総務課長（河野 達雄君）  消防本部総務課長の河野です。 

 ９１ページの９款消防費を説明させていただきます。 

 １目の常備消防費、本年度予算は、６億１,０２５万４,０００円をお願いしてありますが、主

なものとしては、２節、３節、４節、１９節の人件費で、約９５％を占めております。 

 今年、新規にお願いしたのは、８節の報償費の１２万円でございます。これは、消防施設庁舎

ですが、これが老朽化しておりますので、消防設置、施設設置委員会を設置して協議をしていた

だく委員さんの謝金として計上しております。 

 あとは主なものとしてはありません。通常経費でございます。 

 以上で説明終わります。 

○防災危機管理室長（柚野 邦裕君）  防災危機管理室長です。 

 ９２ページをごらんください。 

 非常備消防費でございますけど、報酬費でございますけど、消防団の団員の報酬として、由布

市で８０５名分の団員の報酬を、１,４６０万２,０００円を見ております。 

 それから旅費でございますけど、費用弁償といたしまして、９８６万円ですけど、これは、消

防団員の出動手当でございます。 

 次に、９３ページをごらんください。 

 １８の備品購入費でございますけど、消防団団員の作業服を今回、予定しております。

１,１４１万円でございます。 
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 それから消防団の団旗を、こしらえ、買いたいと思っております。団旗、分団旗、分旗ともに

６７９万４,０００円でございます。 

 次に、１９節でございますけど、県消防補償組合負担金ということで、１,６９０万２,０００円

でございます。これは損害補償とか、退職補償とか、諸支出金等でございます。 

 次に、９４ページをお願いします。 

 ４目の災害対策費でございますけど、１３節でございますけど、事業策定業務ということで、

９００万お願いしてはおりますけど、これは、地域防災計画と国民保護計画を、業務委託を予定

しております。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（太田 光一君）  学校教育課、太田です。 

 １０款、９４ページですが、１０款教育費１項教育総務費２目の教育費でございますが、１の

報酬ですけども、これは就学指導員の報酬、３名分でございます。 

 それから、給料でございますけども、教育長並びに一般職員の１０名分の給料でございます。 

 ７節の賃金でございますけども、臨時職員９名分の賃金でございます。 

 それから特別旅費でございますけども、これにつきましては、英語指導助手の帰国の旅費でご

ざいます。イギリスとアメリカでございます。 

 ９６ページをお願いします。 

 委託料でございますが、スクールバスの運行業務の委託でございます。 

 それから、登記事務でございますが、それと１４節の敷地料、それから１７節の土地購入費に

つきまして、一括して説明をさせていただきます。 

 これにつきましては、平成８年の９月に、旧挾間町において、挾間中学校、由布川小学校の里

道、水路の用途配置に伴いまして、普通財産の売り払い申請がなされておりますけども、いまだ

に購入がされておりません。 

 昨年の１１月、１２月にかけまして、大分財務事務所より、１０年目を迎えるので、時効とな

るから、早急に処理をされるように、通知がありました。 

 そういったことで、今回、予算措置をしたところでございます。 

 内容でございますけども、売買代金ですが、挾間中学校におきましては、８５３万円、平米が

７８９.７８平米、平米当たり１万８００円でございます。 

 それから由布川小学校でございますが、４１４万円でございます。面積ですが、２８７.８３平

米、平米当たり１万４,３８３円でございます。 

 それから、敷地料でございますが、１０年間分としまして、挾間中学校１７０万６,０００円、

１年間１７万６００円でございます。それから由布川小学校、８２万８,０００円、１年間に
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８万２,８００円ということで、今回、使用料、それから公有財産の購入ということで、計上を

お願いをしております。 

 それから、２４節でございますが、奨学金の支出金でございます。 

 それから小学校費でございますが、１目の学校管理費、主なものとしまして、賃金の臨時職員

２８名分、それから修繕でございますけども、これは、各小学校のトイレ等の修繕でございます。 

 ９８ページをお願いします。 

 耐震診断ということで、西庄内小学校を今回、予定をしております。 

 それから、工事請負費でございますが、今回、湯平小学校の屋上の防水等の復旧工事、それか

ら南庄内小学校講堂窓の改修工事、それから挾間小学校の門扉等の改修工事を上げております。 

 それから、３項の中学校費でございますが、賃金でございますが、臨時職員の賃金６名分でご

ざいます。 

 それから、修繕料でございますけども、これにつきましては、挾間中学校の自転車置き場の修

理、それから湯布院中学校の体育館の屋根の修理等でございます。 

 次の、１００ページをお願いします。 

 工事請負費１００万円でございますが、これは、庄内中学校、生徒会の床の改修工事でござい

ます。 

 それから、１０１ページの幼稚園費でございますが、７節の賃金、これは臨時職員９名分でご

ざいます。 

 それから、１０２ページでございますが、修繕料、これにつきましては、各幼稚園のトイレ等

の修繕でございます。 

 それから、１０３ページ、学校給食費の賃金でございますが、作業員、調理員の賃金でござい

ます。 

 それから修繕料でございますけども、これにつきましては、湯布院の給食センターの食器洗浄

器等の修繕でございます。 

 以上でございます。 

○生涯学習課長（甲斐 裕一君）  生涯学習課、甲斐でございます。 

 社会教育の方、御説明いたします。 

 社会教育総務費の社会教育委員さんの報酬、これ１５名の分でございます。 

 それから、次のページ、１０５ページでございますが、賃金、７節の賃金でございますが、職

員、臨時職員、それから嘱託職員、これにつきまして、臨時職員は、挾間と川西、湯平、各公民

館の職員でございます。 

 それから嘱託職員でございますが、挾間の地域子供教室、それから湯布院の青少年ボランティ
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ア、そして湯平、東院、川西の公民館長さんでございます。 

 続きまして、８の報酬費でございますが、各謝金でございます。この中で、生涯学習課といた

しましては、新規事業といたしまして、青少年の健全育成調整会議、これは官から民へという形

のものをつくっていくことでございます。 

 それから生涯学習推進計画策定アドバイザー、これにつきましては、生涯学習の推進計画策定

を、長期、中期の策定を考えております。 

 それから、通学合宿の講師でございますが、通学合宿は、３地域の子供たちを一同に集めまし

て、６泊７日の通学合宿を行いたいと思っております。約３０名を考えております。その下のチ

ャレンジウォークでございますが、これ一つの新規事業でございます。挾間から湯布院に向けて

１０日間の夏休みを利用したチャレンジウォークをやっていきたいと思っております。地域を知

ろうということでやっていきたいと思っております。それから家庭教育につきましては、青少年

健全育成のための家庭教育の講座を開こうと思っております。 

 それから１３節の成人式の事業でございますが１５０万円組んでおります。これにつきまして

も、今年やりましたように来年も３町、３つの地域を合わせた合同成人式を行おうと思っており

ます。 

 １０６ページでございますが１９節の負補交でございますが、旧町の形をそのまま残していこ

うということで、町の女性団体、連絡協議会それから町Ｐそれから自治公民館活動費助成

金、──自治公民館の活動費に関しましては事業割それから均等割それから戸数割ということで、

４５０万円を組んでいます。それから青少年健全育成市民会議の補助金として湯布院町が７６万

円、あとは県の、２町ですかね庄内、挾間の２町の県に納める負担金でございます。それから湯

布院文化映画記録祭の補助金、それから子供音楽祭補助金ということで残しております。 

 第２目の公民館費でございますが、これ職員の給与が主なものでございますが、各公民館

の──失礼しました。７の賃金でございます。臨時職員、これ嘱託職員は２人でございますが挾

間、庄内の公民館の嘱託でございます。それから謝金でございますが、ここで御紹介でございま

すが、各公民館それぞれ青少年健全育成に向けての事業を組んでおります。ちなみに挾間が

２５０万円、それから庄内が通学合宿ということで６０万円それから湯布院が野外教育というこ

とで１１４万円、ただし挾間の場合は文部科学省の直接の委託料でございますので、この予算上

には計上しておりません。 

 続きまして１０８ページでございますが図書館費、これにつきまして賃金でございますが挾間

の嘱託職員、館長１名、職員６名、以上７名の賃金を組んでおります。それから報償費でござい

ますが、謝金として有償ボランティア講師謝礼等に８９万円でございます。 

 それから４目の文化財保護費でございますが、報酬といたしまして文化財調査員を７名お願い
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しております。それから賃金でございますが、これ日野病院、旧日野病院の文化財これにつきま

して作業着、除草とかいろんな形でやってもらうのに１９万２,０００円、それから嘱託職員と

して管理人さんに１０８万円ということでございます。これ１名でございます。 

 それから１１０ページの文化施設費、これにつきましては臨時職員、ゆうゆう館に１名、夜と

昼で２名おりますけど１名という形でやっていただいております。作業員が海の家でございます。

これ１名。それから嘱託職員は歴史資料館の館長さんの嘱託料でございます。 

 以上、社会教育としては以上でございます。よろしくお願いします。 

○体育振興課長（佐藤 省一君）  １１１ページお願いいたします。体育振興課の佐藤です。７項

の保健体育費１項１目の保健体育総務費につきましては、体育指導員それから職員８名分の予算

を計上いたしております。それと、国体関係予算を計上いたしております。 

 １１２ページをお願いいたします。９の旅費につきまして費用弁償ですが、この費用弁償につ

きましては体育指導員の県大会、九州大会それから全国大会の旅費を組んでおります。全国大会

につきましては今年は別府でありますので参加するようにしております。それから特別旅費につ

きましては、今年兵庫国体それから来年開催されます秋田のリハーサル大会、それから国体が終

わりまして概要説明がありますのでその視察研修でございます。それから１３の委託料、看板設

置でございますが、国体の広報看板を設置する予定にしております。各町５つ予定をしておりま

す。 

 それから１５の工事請負費、ラグビー場建設工事でございますが、このラグビー場建設につき

ましては平成１７年度に土工排水工事３,０４５万円の予算をいただきましたが、優良起債の切

りかえという形で１７年度は予算を減額しております。新たに１８年度工事費の予算を計上して

おりますが、工事費につきましてはランニングコスト等比較検討の結果、人工芝で計画をいたし

ております。 

 それから１９の負担金補助及び交付金でございますが、市体協補助金でございますが１,５４９万

１,０００円、この中身につきましては市体協で利用するのが８５８万円、それから地区体協、

湯布院、挾間、庄内に約７００万円の補助金を出す計画をしております。 

 続きまして２目の体育施設費でございますが、この体育施設費につきましてはＢ＆Ｇを除く各

町にあります約２０の施設の管理維持費でございます。それとスポーツセンターの維持費が入っ

ております。特に１３の委託料につきましては清掃管理それから浄化槽の清掃それから宿直管理、

警備保障関係の予算を計上いたしております。 

 １１４ページをお願いいたします。１５の工事請負費でございますがスポーツセンター体育館

改修ということで、前回の議会に実施設計を上げまして、実施設計ができ次第臨時議会等を開い

て予算計上することにしてたんですが、実施設計が３月の上旬じゃないと上がらないということ
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で新年度に予算計上をさせていただきました。工事費については約６,６００万ぐらいかかる予

定でございます。 

 それから３目のＢ＆Ｇプール費でございますが、Ｂ＆Ｇのプールにつきましては挾間と湯布院

の２カ所にございます。この中もその２つのプールの維持費が上がっております。特に１３の委

託料につきましては施設清掃の管理委託ということで、挾間の清掃管理、監視、受け付け業務等

が入った金額でございます。 

 以上でございます。 

○農政課長（平野 直人君）  １１款の災害復旧費１項の農林水産業施設災害復旧費でございます。

１目の災害復旧費ということで３００万円計上させていただいております。これは負補交で

３００万円補助するものでございます。 

○建設課長（生野 利雄君）  続きまして２項の公共土木施設災害復旧費でございます。主なもの

は工事費の４,０００万円でございます。これについては昨年の台風１４号による湯平小学校前

の平原橋の橋梁のかけかえ工事で、上の委託料３００万円と次のページのかけかえ工事に伴う、

橋の位置が変わりますので財産購入費の５０万円でございます。 

 以上です。 

○財政課長（米野 啓治君）  続きまして１１款の災害復旧費３項文教施設災害復旧費でございま

すが、これは一応廃目となっております。１２款の公債費でございます。元金、本年度は１７億

４,１３９万５,０００円それから利子が３億３,２４８万１,０００円となっております。 

○総合政策課長（野上 安一君）  総合政策課長です。１１７ページの諸支出金の普通財産取得費

の１土地取得費関連でございます。１７の公有財産購入費関連でございますが、この土地購入費

関連につきましては、土地開発公社の事業の利子補給あるいは挾間地域で購入しております用地

部分の市の持ち出し分でございますので、よろしくお願いいたします。 

○財政課長（米野 啓治君）  続きまして１３款の諸支出金の基金費でございます。本年度予算額

２,４６５万８,０００円となっております。内訳といたしまして財政調整基金がこれは、──基

金の積立金でございます。財政調整基金が５万１,０００円それから減債基金が２,４４２万

３,０００円となっておりますが、これはラグビー場に関する補助金の積み立てが入っておりま

す。地域福祉基金につきましては１５万１,０００円、土地開発基金が１万６,０００円、ふるさ

と水……、これは一応廃止してるんです。これはまた後から検討いたします。うるおいのある町

環境整備基金が３,０００円それから定住化促進対策基金が８,０００円となっております。それ

から１４款の予備費が一応本年度は２,０００万円でお願いいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  以上で平成１８年度の由布市一般会計予算についての説明を終わります。 
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 ここで１０分間休憩をいたします。議員各位は向こうの部屋にちょっと集まってください。 

午後４時40分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後４時50分再開 

○議長（後藤 憲次君）  再開いたします。お諮りします。会議規則第９条の規定により会議時間

は午後５時までとなっておりますが、議事日程の進行上、同条第２項の規定によりあらかじめ会

議時間を延長したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤 憲次君）  異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は延長することに決定い

たしました。 

 会議を続けます。先ほど財政課長の説明の中で補足したいことがありますので、財政課長どう

ぞ。 

○財政課長（米野 啓治君）  財政課長です。先ほど基金積立金のところでふるさと水と土保全基

金は廃止されたんじゃないかという声がありましたが、これにつきましては今回まだ条例が可決

されていませんので、一応基金の積立金は上げております。それから、もし廃止されましたら

６月の補正のときに落としたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第６８、議案第６０号平成１８年度由布市国民健康保険特別

会計予算について説明を求めます。簡単明瞭にやってください。 

○保険課長（佐藤 純史君）  議案第６０号平成１８年度由布市国民健康保険特別会計予算につい

て御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額はそれぞれ３２億４,００４万１,０００円であります。特に歳出の主なも

のにつきましては保険給付費２３億１,５７５万５,０００円、これ４ページでございます。これ

につきましては全体の７１.５％ということでございます。それと老人保健拠出金、これにつき

ましても６億３,６６７万５,０００円、４番目の介護納付金、これにつきましては１１億

８,９１２万円ということで、この２、３、４の款の合計しますと全体の９７％を占めておりま

す。 

 特にそのほかでは、保健事業につきまして２項の保健センター事業費と、──上のですね、上

の保健事業費につきましては、１ですね訪問事業費、これにつきましては庄内、湯布院で実施し

ておりましたけれども、今回旧挾間町の方にも拡大して図りたいと考えております。その主な財

源としましては保険税が２７.１％を占めております。それから国庫支出金これは負担金と補助

金ですけれども、これ１ページですが３０.３％を占めております。それから療養給付費の交付
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金これが２０.９％ということになっております。 

 以上が主なものでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第６９、議案第６１号平成１８年度由布市老人保健特別会計

予算について説明求めます。 

○保険課長（佐藤 純史君）  議案第６１号平成１８年度由布市老人保健特別会計予算、これにつ

きましては歳入歳出それぞれ４８億５,５０４万１,０００円となっております。お願いするもの

であります。これの主な支出につきましては２ページをごらんください。これの療養諸費の中に

４８億５,５０３万４,０００円と載っておりますが、ほぼ１００％に近い数字の医療諸費の支出

でございます。その主な収入につきましては、１ページの支払い基金交付金それから国庫支出金、

国県支出金この３つで８４.５％の収入でございます。あとは繰入金、市町村負担分が７.８％と

なっております。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第７０、議案第６２号平成１８年度由布市介護保険特別会計

予算について詳細説明を求めます。 

○保険課長（佐藤 純史君）  議案第６２号平成１８年度由布市介護保険特別会計予算、歳入歳出

総額はそれぞれ２７億５,８９６万７,０００円となっております。主な歳出を申し上げますと

３ページをごらんください。３ページの２款の保険給付費でございますが２６億５,２８９万

４,０００円ということで、全体の９６.１％の予算になっております。その主な財源としまして

は保険料１５.６％、国庫支出金２８％、支払い基金交付金が３０％、県の支出金が１２.４％と

なっております。これは特に認定等における介護サービスの諸費が主なものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第７１、議案第６３号平成１８年度由布市簡易水道事業特別

会計予算について詳細説明を求めます。 

○水道課長（目野 直文君）  水道課長です。議案第６３号平成１８年度由布市簡易水道事業特別

会計予算の説明をいたします。 

 ８ページをお願いいたします。今回１８年度では簡易水道では維持管理に伴うものが主であり

ます。給料、職員手当、共済費等庄内振興地域の水道係３名分でございます。需要費といたしま

して２,１４７万３,０００円、１３の委託料として１,８６５万６,０００円、記載のとおりでご

ざいます。 

 次のページをお願いいたします。工事請負費でございますが２,７００万円、これは庄内地区

の新設及び布設がえに伴います４件とメーター更新を２９２件、それと浄水場及び取りつけ道の

整備でございます。公債費でございますが元金の８,７６２万６,０００円、利子の３,４１０万
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６,０００円、合わせまして９,５０９万７,０００円でございます。一般財源が２,６６３万

５,０００円。 

 それに伴います収入でございますが６ページの負担金でございますが、これは加入負担金でご

ざいます。５３７万５,０００円。これは３１戸分でございます。水道使用料といたしまして

１億２,０４８万円ということでございます。一般会計繰入金より９,５０９万７,０００円とい

うことでございます。 

 主なものは以上でございますが、最初のページをお願いいたします。歳入歳出予算で第１条、

歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２億２,４１６万円と定めるということでございます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第７２、議案第６４号平成１８年度由布市公共下水道事業特

別会計予算について詳細説明を求めます。 

○建設課長（生野 利雄君）  建設課の生野です。議案第６４号平成１８年度由布市公共下水道事

業特別会計予算について御説明を申し上げます。 

 ６ページをお願いします。歳出、３款の公債費１目の元金１,１８２万円、２目の利子

３８５万円、元金と償還金利子を含めて１,５６６万２,０００円でございます。 

 前に戻って５ページをお願いします。歳入、４款の繰入金１目の一般会計繰入金１,４９８万

３,０００円、一般会計より繰入金となっております。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ

１,６４９万７,０００円と定めました。この事業については休止でございます。説明終わります。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第７３、議案第６５号平成１８年度由布市農業集落排水事業

特別会計予算について詳細説明を求めます。 

○環境課長（麻生 哲雄君）  環境課の麻生でございます。議案第６５号平成１８年度由布市農業

集落排水事業特別会計予算について御説明をさせていただきます。 

 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億１,２５１万２,０００円と定めてございます。 

 ７ページの方、歳出からいきますので７ページの方をお願いします。一般管理費１,２４７万

２,０００円、これは職員１名分の人件費が主なものでございます。それから３目の維持管理事

業費でございますが２,１９３万５,０００円、これは施設の維持運営管理に必要な経費を上げて

ございます。 

 次のページお願いします。２款公債費１項公債費で元金が５,２８０万１,０００円、それから

利子が２,４８０万４,０００円の公債費が７,７６０万５,０００円を歳出の方で上げております。 

 申しわけありませんが前に５ページの方に返っていただきたいと思います。５ページの歳入の

方でございますが、１目の分担金及び負担金で農業集落排水負担金ということで庄内町東長宝が

１カ所と挾間町の来鉢の分で１カ所、加入負担金を２件分ほど見て８４万円見ております。 
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 それから２款の繰入金でございますが、一般会計の方から繰入金ということで８,５８１万

５,０００円ほど歳入に上げてございます。それから２項の基金繰入金でございますが、農集排

の基金の方から３９０万６,０００円ほど基金を取り崩しております。ちなみに２月末では基金

残高は挾間、庄内の分を合わせまして５,９００万円ありますが、それから３９０万円ほど取り

壊してございます。 

 それから次のページをお願いしたいんですが、次のページで４項の繰越金でございますが、

１目の繰越金で１７年度予算から２００万円程度の繰り越しを見込んでおります。それから５款

の使用料及び手数料で使用料でございますが、農業集落排水施設の使用料ということで１,９９３万

８,０００円を見て農業集落排水予算を定めております。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第７４、議案第６６号平成１８年度由布市湯布院健康温泉館

事業特別会計予算について説明を求めます。 

○健康温泉館長（浦田 政秀君）  健康温泉館の浦田でございます。議案第６６号平成１８年度由

布市湯布院健康温泉館事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１億４,８７８万８,０００円と定めるものでございます。 

 それでは御説明を申し上げます。３ページをお願いいたします。歳入でございますが健康温泉

館収入といたしまして、本年度予算といたしまして２,７６８万８,０００円、内訳の主なものと

いたしましては売り上げ収入２,４４８万６,０００円、使用料３２０万円、２款の繰入金でござ

いますが１億２,１１０万円、一般会計からの繰入金でございます。 

 次に４ページをお願いいたします。歳出の方でございますが１款の健康温泉館費でございます

が、本年度予算といたしまして６,１８７万８,０００円でございます。内訳といたしましては一

般管理費２,７３５万５,０００円、施設管理費３,４５２万３,０００円でございます。２款の公

債費８,５８０万８,０００円、元金といたしまして７,１４２万８,０００円、利子といたしまし

て１,４３８万円でございます。３款の予備費といたしまして１１０万２,０００円でございます。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第７５、議案第６７号平成１８年度由布市公共用地先行取得

事業特別会計予算について説明を求めます。 

○契約管理課長（高田 英二君）  契約管理課です。平成１８年度の由布市公共用地先行取得事業

特別会計予算について説明申し上げます。 

 この事業につきましては、平成８年度に旧挾間町の向之原駅隣接駐車場用地を公共用地先行取

得債で購入した返済予算でありまして、平成１８年度が最終年になっております。１年据え置き

の１０年返済でございます。元利合わせまして３９９万１,０００円を返済するものでございま
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すが、財源としましては一般会計の繰り入れでございます。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、日程第７６、議案第６８号平成１８年度由布市水道事業会計予算

について説明を求めます。水道課長。 

○水道課長（目野 直文君）  水道課長です。議案第６８号平成１８年度由布市水道事業会計予算

の説明をいたします。 

 １ページでございますが、業務の予定量でございますが給水戸数８,３００戸、湯布院が

３,２００戸の挾間が５,１００戸ということでございます。年間総給水量３７５万７,０００立

米／年でございます。１日平均給水量１万２９３／日平均でございます。主要な建設改良事業と

いたしまして４路線の配水管新設及び改良工事ということでございます。 

 ７ページをお願いいたします。収益的収入でございますが水道事業収益で総額が５億２,８２０万

２,０００円でございます。その主たる内訳といたしまして給水収益でございますが、大分大学

医学部の漏水調査発見により修理をいたしましたのでその減額と、基本料金の８トンからトン数

が１０トンに変わりました。その経費が４,８７０万近所の減額になろうということで４億

８,０００万円の見込みでございます。その他営業収益の一般管理の負担金でございますが

１,６９６万５,０００円ということでございます。 

 ８ページをお願いいたします。営業外収益の他会計補助金でございますが一般会計補助金、こ

れは消防学校の元利金及び活性炭処理施設の利息でございまして、挾間地域の分でございますが

１,１９８万４,０００円、それと、これも挾間地域でございますが谷の簡易水道事業企業債利息

１,７６９万６,０００円、不良消火栓の修理費として１０万円ということでございます。 

 １０ページをお願いいたします。１０ページからは収益的支出でございますが、水道事業費用

で支出の総額が５億２,８２０万２,０００円ということでございます。１目の原水及び浄水費で

ございますが、これにつきましては原水から浄水場に至るまでの分の維持費的なものでございま

す。本年度では１億１,３４２万４,０００円の計上をいたしております。賃金につきましては挾

間浄水場の３名分の管理人の賃金でございます。１４節の委託料でございますが４,３１１万

３,０００円、水質検査の委託及び浄水場汚泥処理委託料の１,８００万円、活性炭入れかえ委託

料の１,２００万円が大きなものでございます。１９節の動力費でございますが、浄水場及び取

水場の電力料でございますが３,１２０万円ということでございます。薬品費８５９万円、これ

は薬品──残留塩素測定試薬等でございます。 

 ２目の配水及び給水費でございますが４,４６５万４,０００円でございます。１２ページ、

１４節の委託料でございますが、水道検針委託料が大きなものでございますが１,１０１万

３,０００円ということでございます。１７節の修繕料でございますがメーター改造修繕及びこ
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れは緊急修理費、これは給水管と配水管本管のことでございまして１,３７４万５,０００円とい

うことでございます。それと１９節動力費でございますが、これは各配水池の電力料でございま

して５１０万円ということでございます。２８節請負工事費でございますが、これはメーター更

新に伴います取りかえ工事でございまして２６７万９,０００円ということでございます。 

 ３目の受託工事費でございますが、これは新規申し込みのときの工事費でございまして３戸分

の９０万円ということで計上をしております。 

 ４目の総掛かり費でございますが、総額といたしまして１億９,０１６万円、これは水道課職

員１１名分の給料等と、水道検針等をいたしまして納付書に至るまでの各電算関係等でございま

す。 

 ５目の減価償却費でございますが、有形固定資産の減価償却費が湯布院が３,７６６万円、挾

間が８,８０９万９,０００円の１億２,５７５万９,０００円ということで、無形固定資産減価償

却費でございますが、水利権でございますが、６５万９,０００円ということでございます。 

 １６ページでございますが、２項の営業外費用で１目の支払い利息及び企業債取り扱い諸費と

いうことで３６節の企業債利息１億１,０５６万６,０００円ということでございます。湯布院が

１,５１５万８,０００円、挾間が９,５４０万８,０００円の内訳でございます。 

 収益的では以上でございます。 

 １９ページをお願いいたします。建設改良に伴います４条予算でございますが資本的収入でご

ざいますが、主なものといたしまして３項の消火栓建設受託金の５０万円ということでございま

す。 

 ２０ページを次のページをお願いいたします。５項の他会計補助金で１節の簡易水道事業町補

助金ということでございますが、これは挾間地区のことでございまして１,６５５万６,０００円

ということでございます。 

 資本的支出でございますが２１ページでございます。主なものといたしまして建設改良費で

２８節の請負工事費でございますが、記載の４件の計上で４,９３０万円ということでございま

す。 

 次のページ２２ページをお願いいたします。量水器新設費、２目でございますが４３節の量水

器新設費これは５８２万６,０００円、これはメーター器の蔵出し分ということでございます。

２項の企業債償還金でございますが、４２節の企業債償還元金の１億４,９３５万３,０００円と

いうことでございます。 

 １ページをお願いいたします。収益的収入及び支出、収益的収入及び支出の予定額は次のとお

りと定めるということで、収入で５億２,８２０万２,０００円、支出、水道事業の支出で５億

２,８２０万２,０００円ということでございます。 
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 ２ページをお願いいたします。資本的収入及び支出でございますが、第４条で資本的収入及び

支出の予定額は次のとおりと定めるということで、収入の資本的収入で１,７０５万９,０００円、

支出で２億６０７万２,０００円ということで、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

１億８,９０１万３,０００円は建設改良積立金５,０００万円、減債積立金３,０００万円、過年

度分損益勘定留保資金１億９０１万３,０００円で補てんするということでございます。 

 以上で説明を終わります。以下、２３ページから地方債の調書等資料をつけておりますので御

一読よろしくお願いいたします。 

○議長（後藤 憲次君）  以上で各議案の詳細説明が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（後藤 憲次君）  これで本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれにて散会したい

と思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤 憲次君）  異議なしと認めます。本日はこれにて散会します。なお、本日上程され

ました各議案の質疑につきましては、３月７日、３月８日の本会議にて行います。お疲れさまで

した。 

午後５時20分散会 

────────────────────────────── 


